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１　生活支援の推進

　（1） 相談支援と権利擁護の体制の確立

継
続

充
実

新
規

1
地域自立支援協
議会

中立・公正な相談支援事業を実施するため
に、個々の障がい者のニーズに応じたサービ
ス等利用計画の作成等について市内相談支援
事業者間での研修会の実施や、個別事例に対
する検討会議の開催、障害福祉計画の進行管
理、地域の関係機関とのネットワークの構築
等、連携強化や社会資源の開発・改善、人材
の育成を推進します。

障がい者支援課
社会福祉協議会

○

2 計画相談支援

障害福祉サービスまたは地域相談支援（地域
移行支援、地域定着支援）を利用する人に、
サービス等利用計画を作成し、サービス提供
事業者との連絡・調整、支給決定後の計画の
モニタリングを実施します。

指定特定相談支
援事業所

指定障害児相談
支援事業所

○

3
サービス等利用
計画の活用

障害福祉サービス・障害児通所支援を利用す
るためには、サービス等利用計画（または障
害児支援利用計画）を作成することが必要で
す。サービス等利用計画により、障がいのあ
る人の意向が尊重されたサービス提供が行わ
れるよう、障がいのある人の自己決定・自己
選択を支援します。

障がい者支援課 ○

4 基本相談支援

障がいのある人やその家族等からの相談に応
じ、専門機関の紹介、障害福祉サービスの利
用支援、権利擁護の援助、ピアカウンセリン
グ等を実施します。

障がい者支援課
社会福祉協議会
　障がい者地域
　自立生活支援
　センター
　ひびき
地域生活支援セ
ンターあさやけ

○

事業名 事業内容 担当

計画の方向性

・市内では、18事業所で特定相談支援事業を、14事業所で障害児相
談支援事業を実施した。【障がい者支援課】【指定特定・障害児相談
支援事業所】
・ひびき、たいよう福祉センター、あおぞら福祉センターで計画相談
支援事業を実施した。【社会福祉協議会】

・平成27年度より、障害福祉サービス等を利用する際に、サービス
等利用計画、障害児支援利用計画の作成が必須になり、その作成率は
100％に達している。障害児支援利用計画は事業所数の増等の理由
からセルフプラン率が約34％と、昨年に比べ約6％減少している。
計画は関係機関が共有し適切な支援を継続している。【障がい者支援
課】

進捗状況（令和４年度実績）

全体会4回、幹事会4回、地域部会3回、当事者・情報部会3回を開催
したほか、各部会のもと、相談支援ワーキング（５回、サロン、ケア
マネ交流会含む）、障がい当事者ワーキング（３回）を開催した。
【障がい者支援課】【社会福祉協議会】

・主に精神障害の当事者や家族の相談を受けており、個々の相談にあ
わせて必要な助言や情報提供をしている。新規相談は年間75件対応
し、ピアサポートプログラムは１回あたり平均5.5名が参加した。
【地域生活支援センターあさやけ】
・知的、精神、身体等の障がい者や障がい児の保護者等からの相談に
応じ、必要な情報の提供及び助言、関係機関との調整や訪問支援等を
行った。【社会福祉協議会】
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充
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5

地域相談支援
（地域移行支
援・地域定着支
援）

入所、入院中の障がいのある人の地域生活へ
の移行の相談や同行支援(地域移行支援)と、居
宅の人への常時連絡体制を確保し、緊急時に
相談対応や訪問等(地域定着支援)を実施しま
す。

指定一般相談支
援事業所

○

6

障がい者地域自
立生活支援セン
ター（相談支援
センター）

障がいのある人とその家族が地域で安心して
自分らしい生活を送れるように、心身障がい
児・者を対象とした地域自立生活支援セン
ターひびき、精神障がい者を中心とした地域
生活支援センターあさやけにおいて、相談支
援や交流事業を行います。

社会福祉協議会
地域生活支援セ
ンターあさやけ

○

7 地域移行の推進

地域で暮らすことを希望している施設入所者
や社会的入院をしている障がいのある人の地
域での生活を支援する取り組みとして、「障
がい者自立生活サポート事業」、「障がい者
居住支援の推進事業」、「地域移行支援」、
「地域定着支援」により地域移行を推進して
いきます。

障がい者支援課
社会福祉協議会
地域生活支援セ
ンターあさやけ

○

8
障がい者自立体
験事業

障がいのある人を対象に、日常生活で必要な
知識の習得、自己選択や決定ができる自立し
た生活をめざすための宿泊体験を行います。

障がい者支援課 〇

9
障がい者居住支
援の推進事業

民間住宅への入居を希望しているものの保証
人がいないという理由で入居が困難な障がい
のある人への支援として、市の委託する事業
者が、保証会社の紹介や利用のための手続き
等を行います。

障がい者支援課
地域生活支援セ
ンターあさやけ

〇

10
身体障害者・知
的障害者相談員

身体障がい者の生活、経済等の相談や、知的
障がい者の生活や家庭における養育等の相談
を受けます。

障がい者支援課 〇

・障がい者自立体験事業を2事業所で実施した。

・賃貸住宅を借りるにあたっての情報提供や保証会社に関する相談対
応を継続実施した。相談者数15人（実人数）、相談件数90件、情報
提供等入居支援をした人数5人、助成金の申請支援0人【地域生活支
援センターあさやけ】

・身体障がい者相談員６人、知的障がい者相談員４人、相談延べ人数
88人

・新型コロナウイルス感染拡大防止の配慮を継続し、令和３年度に引
き続き、交流室の時間は3部制のうち2部利用可とした。
平均利用人数は17名/日　定期的な消毒と、アクリルパーテーション
を机上に設置し、定員13名を上限として運営を継続した。【地域生
活支援センターあさやけ】
・定期消毒や来館者検温など新型コロナウイルス感染症対策を図りな
がら、相談支援や交流室の運営を行った。【社会福祉協議会】

・地域移行支援は近隣の精神科病院からの依頼をうけて3名の相談の
うち、2名の退院につながった。地域定着支援では退院後の地域生活
支援と定着支援を行っており、7名に対応してきた。【地域生活支援
センターあさやけ】
・地域定着支援を1件実施した。【社会福祉協議会】

進捗状況（令和４年度実績）

・近隣病院から退院に向けての地域移行支援の相談を受け、個々に応
じた。直接支援をしなかった地域移行の相談を2件受け、適切な地域
へつなぐ調整を行った。
退院後の生活支援と定着支援を行った。夜間・緊急時に対応できるよ
う、携帯電話を使用し相談を受けた。【地域生活支援センターあさや
け】
・地域定着支援事業を実施した。休日や夜間、緊急時のため携帯電話
を所持して、相談を受け対応をした。【社会福祉協議会】
・市内では、10事業所で地域移行支援事業を、８事業所で地域定着
支援事業を実施した。【指定一般相談支援事業所】【社会福祉協議
会】

事業名 事業内容 担当

計画の方向性
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11
精神保健福祉相
談（一般相談）

精神障がい者の療養や生活に関する相談に応
じ、必要な助言等を行います。

障がい者支援課
地域生活支援セ
ンターあさやけ

○

12
発達障がい者
(児)相談支援

子どもの発達について、健康センター、子ど
も家庭支援センター、教育相談室等、多方面
で相談を受け、発達障がいの早期発見に努め
ます。
また、その後の支援についても、障がい者地
域自立生活支援センターひびき、たいよう福
祉センター（障害者福祉センター）、あおぞ
ら福祉センター、就労・生活支援センター
ほっと等、途切れることのない一貫した支援
を目指し、教育委員会や関係機関と連携して
いきます。
　令和４（2022）年度開設を目途に児童発
達支援センターの整備を進め、発達障がいの
早期発見、関係機関との連携を進めていきま
す。

障がい者支援課
健康推進課
指導課
教育施策推進担
当課長
社会福祉協議会
就労・生活支援
センターほっと
子ども家庭支援
センター

○

13
高次脳機能障が
い相談支援

たいよう福祉センター（障害者福祉セン
ター）やあおぞら福祉センターを中心に、高
次脳機能障がいの相談支援、関係機関連携、
普及啓発等の支援を行います。
今後は介護保険の施設との役割分担を含め、
支援体制の研究を進めるとともに、北多摩北
部地域高次脳機能障害者支援ネットワーク協
議会の活動により、広域での支援体制整備に
ついての検討を進めます。

障がい者支援課
社会福祉協議会

○

・電話や来所での相談を中心に、395件（実人数）、年間1,729件
（延人数）【障がい者支援課】
・電話や来所での相談を中心に、498件（実人数）、年間11,676
件（延人数）、内75件が新規相談（実人数）【地域生活支援セン
ターあさやけ】

・子どもの発達に関係する機関で構成する「子どもの発達を支援する
連絡会」を6回開催し、連携の強化を図った。【児童発達支援セン
ターこだいら】
・令和4年4月に児童発達支援センターを開設し、発達支援相談を実
施した。【障がい者支援課】
・子どもの発達に不安のある保護者からの相談に応じ、療育機関等の
必要な情報提供を行った。【健康推進課】
・専門職員による相談を実施した。【教育相談室】
・発達に関する関係機関との連携、子どもの発達相談・言語相談訓練
や幼稚園・保育園巡回相談を実施した。【社会福祉協議会たいよう福
祉センター・あおぞら福祉センター】
・相談支援と関係機関との連携を実施した。【社会福祉協議会ひび
き】
・相談支援を継続実施した。また、大学・専門学校在学中の学生の就
労相談を行った。【小平市障害者就労・生活支援センター、以下ほっ
と】
・専門相談職員による相談を継続実施した。必要に応じて市内の療育
機関を紹介した。【子ども家庭支援センター】

・北多摩北部地域高次脳機能障害者支援ネットワーク協議会運営委員
会はオンラインや対面などで実施、事例検討も対面で実施できた。市
民交流事業は会場及びオンデマンド配信の併用で開催し、5市の主管
部署と連携した。市内の高次脳機能障害者支援担当者連絡会におい
て、映画上映と家族会の代表の方に講演を行っていただいた。【障が
い者支援課】

事業名 事業内容 担当

計画の方向性

進捗状況（令和４年度実績）
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14
成年後見制度利
用支援

権利擁護センターこだいらにより、知的障が
い者、精神障がい者、認知症高齢者等、判断
能力が十分ではない人を保護する制度の利用
を促進します。
また、成年後見制度における後見業務を適正
に行うことができる社会貢献型後見人（市民
後見人）を育成するために、養成研修等を実
施します。

生活支援課
高齢者支援課
障がい者支援課
社会福祉協議会

○

15
地域福祉権利擁
護事業

権利擁護センターこだいらでは、判断能力が
十分でない人の福祉サービス利用に関わる相
談や援助を行い、障がいのある人の権利を擁
護し、自立生活を支援しています。

生活支援課
高齢者支援課
障がい者支援課
社会福祉協議会

○

16
福祉サービス等
の利用に関する
苦情対応機関

権利擁護センターこだいらでは、福祉サービ
ス等の利用に関する苦情や権利擁護相談に対
し、苦情対応機関として、具体的な解決に向
けたアドバイス・調整等の支援を行うとも
に、弁護士等による専門相談を月１回行って
います。

社会福祉協議会 ○

17
虐待防止セン
ター機能の充実

障害者虐待防止センターとして障がい者支援
課に相談窓口を設置しています。虐待の通
報・届出に対する迅速・適切な対応や虐待の
未然防止に努めるとともに、虐待防止に関す
る理解・啓発を進めます。

障がい者支援課 ○

事業名 事業内容 担当
方向性

進捗状況（令和４年度実績）

・福祉のまちづくり推進協議会にて小平市成年後見制度利用促進計画
を包含した小平市第四期地域保健福祉計画【中間見直し版】の検討を
行うとともに、権利擁護センターこだいらと連携し、サービスの充実
を図った。【生活支援課】
・各地域包括支援センターと連携を図り、高齢者虐待防止、成年後見
制度導入などの権利擁護のための活動を行った。【高齢者支援課】
【地域包括ケア推進担当課長】
・権利擁護センターこだいらと連携し、成年後見制度の利用が必要な
障がい者の支援を行った。市長申立て２件。【障がい者支援課】
・申立て件数39件中、知的障がい2件、精神障がい10件、障がい計
12件、39件中市長申立て17件。【社会福祉協議会】
・法人後見累計3件。後見監督累計2件（継続受任1件、死亡終了1
件）。【社会福祉協議会】
・成年後見講座、親族後見人連絡会を実施した。【社会福祉協議会】
・市民後見人フォローアップ講習等を実施した。【社会福祉協議会】

・各地域包括支援センターと連携を図り、高齢者虐待防止、成年後見
制度導入などの権利擁護のための活動を行った。【高齢者支援課】
【地域包括ケア推進担当課長】
・権利擁護センターこだいらと連携し、地域福祉権利擁護事業の利用
が必要な障がい者の支援を行った。【障がい者支援課】
・地域福祉権利擁護事業75件中、知的障がい15件、精神障がい33
件【社会福祉協議会】
・権利擁護セミナーを開催した。【社会福祉協議会】

・苦情対応6件中、障害福祉サービスに係るもの2件

・障害者虐待防止センターの窓口として、虐待通報や届出に対応し
た。
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　（2） 経済的自立の支援

継
続

充
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新
規

1 障害基礎年金

国民年金に加入中、または60歳以上65歳未
満の期間に初診日のある病気やけがで日常生
活に著しく支障のある障がいの状態になった
ときに支給されます。
なお、20歳になる前に初診日がある病気やけ
がで障がいの状態になった場合は、20歳から
支給されます。

保険年金課 ○

2 特別障害給付金

平成３年３月31日以前の学生、昭和61年３
月31日以前の被用者(厚生年金、共済組合等の
加入者)の配偶者のうち、当時国民年金に任意
加入していなかった期間に初診日があり、65
歳までに障害基礎年金に該当する障がいの状
態にある人に給付されます。原則として65歳
までに請求する必要があり、障害基礎年金等
を受給できる方は対象になりません。

保険年金課 ○

3
特別児童扶養手
当

20歳未満で、おおむね１～３級の身体障が
い、１～３度の知的障がい、および上記と同
程度の疾病もしくは身体または精神の障がい
がある児童を監護している父、母または養育
者に対して支給されます。

子育て支援課 ○

4 児童扶養手当

父または母が重度の障がいの状態（おおむね
１～２級の身体障がい）である場合、18歳に
なった年度の末日以前の児童（児童がおおむ
ね１～３級の身体障がい及び１～３度の知的
障がいを有する場合は20歳未満）を監護して
いる父、母、または養育者に対して支給され
ます。

子育て支援課 ○

5
児童育成手当
(育成手当)

父または母が重度の障がいの状態(おおむね１
～２級の身体障がい)である場合、18歳になっ
た年度の末日以前の児童を扶養している保護
者に対して支給されます。

子育て支援課 ○

6
児童育成手当
(障害手当)

20歳未満で、１～２級の身体障がい、１～３
度の知的障がい、脳性まひ、進行性筋萎縮症
の児童を扶養している保護者に対して支給さ
れます。

子育て支援課 ○

事業名 事業内容 担当

計画の方向性

・73件裁定（小平市受付分）

・0件（小平市受付分）

・本事業は国の事務であり、審査や手当の支給は都が行っている。市
は国から委託を受けて申請書の受付、各種通知の送付などの窓口業務
を行った。

・1月、3月、5月、7月、9月、11月に手当の支給を行った。

進捗状況（令和４年度実績）

・2月、6月、10月に手当の支給を行った。

・2月、6月、10月に手当の支給を行った。
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継
続

充
実

新
規

7
小平市心身障害
児福祉手当

20歳未満で、１～４級の身体障がい、１～４
度の知的障がい、脳性まひ、進行性筋萎縮
症、指定難病または特殊疾病の児童を扶養し
ている保護者に支給されます。

子育て支援課 〇

8
小平市心身障害
者福祉手当

20歳以上で、１～４級の身体障がい、１～４
度の知的障がい、脳性まひ、進行性筋萎縮
症、指定難病または特殊疾病の方で、障がい
者となった年齢が65歳未満の方に支給されま
す。

障がい者支援課 ○

9 特別障害者手当

20歳以上で、おおむね１～２級程度の身体障
がいおよび１～２度程度の知的障がいが重複
している人、またはこれらと同等の疾病・精
神の障がいのある人に支給されます。

障がい者支援課 ○

10 障害児福祉手当

20歳未満で、おおむね１級程度の身体障がい
児、１度程度の知的障がい児、あるいは同等
の疾病・精神障がいのある人に支給されま
す。

障がい者支援課 ○

11
東京都重度心身
障害者手当

重度の肢体不自由者で両上肢および両下肢の
機能が失われ座っていることが困難な程度以
上の障がいのある人、重度の知的障がいで重
度の身体障がいを伴う人、重度の知的障がい
で著しい精神症状などのため常時複雑な介護
を有する人に支給されます。

障がい者支援課 ○

12
公共料金等の減
免

一定の条件を満たす障がい者世帯に対し、水
道・下水道料金・粗大ごみ処理手数料やＮＨ
Ｋ受信料等の減免を行います。

障がい者支援課
下水道課
資源循環課

○

13
生活福祉資金の
貸付

障がいのある人の自立や社会参加のために、
通勤・通院等用自動車の購入費用、住宅の改
修・整備等の資金、福祉用具の購入・修理等
の経費、生業費などに必要な資金の貸付を行
います。

社会福祉協議会 ○

14 就学奨励費
特別支援学級に通学(通級)する児童・生徒の就
学に要する経費の一部を補助します。

学務課 ○

事業名 事業内容 担当

計画の方向性

・特別支援学級に通学（通級）する児童・生徒の就学に要する経費の
一部の補助を実施した。

進捗状況（令和４年度実績）

・2月、6月、10月に手当の支給を行った。

・20歳以上の身体障害手当１～4級、愛の手帳1度～4度、脳性麻
痺、進行性筋萎縮症、指定難病又は特殊疾病に該当する対象者延べ
46,862人に支給した。

・20歳以上の精神又は身体に著しく重度の障がいを有するため、日
常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある対象者延べ
3,532人に支給した。

・20歳未満の精神又は身体に重度の障がいを有するため、日常生活
において常時特別の介護を必要とする状態にある対象者延べ1,022
人に支給した。

・心身に重度の障がいを有するため、常時複雑な介護を必要としてい
る対象者に東京都が支給した。（令和4年12月１日現在の支給者
214人）

・ＮＨＫ放送受信料免除のための申請書を日本放送協会へ送付した。
【障がい者支援課】
・一定の条件のもと、廃棄物処理手数料（粗大ごみ）の減免措置を実
施した。【資源循環課】
・一定の条件のもと、廃棄物処理手数料（家庭ごみ）の減免措置を実
施した。【資源循環課】
・特別児童扶養手当受給者への下水道料金減免措置を実施した。【下
水道課】

・福祉費障害者自動車貸付等を実施した（実績0件）。
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　（3） 訪問系サービス

継
続

充
実

新
規

1
居宅介護(ホー
ムヘルプ)

在宅の障がい者のもとにホームヘルパーを派
遣し、入浴・排せつ・食事等の介護を行い、
日常生活を支援します。

障がい者支援課 ○

2 重度訪問介護

在宅の常に介護を必要とする重度肢体不自由
者、または重度の知的・精神障がい者で行動
障がいを有する人に、入浴、排せつ、食事等
の介護、外出時の移動支援等を総合的に行い
ます。

障がい者支援課 ○

3 同行援護

視覚障がいにより、移動に著しい困難を有す
る障がいのある人等に対し、外出時に同行
し、移動に必要な情報を提供するとともに、
移動の援護等を行います。

障がい者支援課 ○

4 行動援護

知的障がいまたは精神障がいにより行動上著
しく困難を有する障がい者・児であって、常
時介護を必要とする人に、行動する際に生じ
る危険を回避するために必要な支援や外出時
の移動支援等を行います。

障がい者支援課 ○

5
重度障害者等包
括支援

常時介護を必要とする障がい者・児で、意思
疎通を図ることに著しい支障がある人のう
ち、行動上著しい困難を有する人に、居宅介
護等を包括的に行います。

障がい者支援課 ○

6
訪問入浴サービ
ス事業

自宅浴室での入浴が困難な65歳未満の人で、
介護保険制度に該当しない重度心身障がい者
の居宅に巡回入浴車を派遣し、組立式浴そう
により入浴介助を行います。

障がい者支援課 ○

事業名 事業内容 担当

計画の方向性

進捗状況（令和４年度実績）

・延べ時間数3,217.5時間/月。実利用者数162人/月

・延べ時間数13,138.5時間/月。実利用者数31人/月

・延べ時間数753.5時間/月。実利用者数42人/月

・延べ時間数1,317時間/月。実利用者数86人/月

・多摩地域に事業所がないため利用実績なし。

・利用回数1,047回/年
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　（4） 日中活動系サービス

継
続

充
実

新
規

1 生活介護

常時介護を必要とする障がいのある人に、日
中障がい者支援施設において、入浴、排せ
つ、食事等の介護を行うとともに、創作的活
動や生産活動の機会を提供します。

障がい者支援課 ○

2 療養介護

医療と常時介護を必要とする障がいのある人
に、日中病院等において、機能訓練、療養上
の管理、看護、医学的管理の下における介
護、日常生活上の支援を行います。

障がい者支援課 ○

3
自立訓練(機能
訓練・生活訓
練)

自立した日常生活や社会生活ができるよう、
一定期間、身体機能または生活能力の維持・
向上のために必要な訓練を行います。

障がい者支援課 ○

4
短期入所
（ショートステ
イ）

自宅で介護する人が、疾病やその他の理由に
より介護ができない場合に、障がい者支援施
設、児童福祉施設等への短期間の入所によ
り、夜間も含め、入浴、排せつ、食事の介護
等の必要な支援を行います。
障がい者支援施設等で実施している福祉型
と、病院等で実施している医療型がありま
す。

障がい者支援課 ○

5
日中一時支援事
業

自宅で介護する人が、疾病やその他の理由に
より介護ができない場合に、障害福祉サービ
ス事業所、障がい者支援施設等において、排
せつ、食事の介護等の必要な支援を行いま
す。

障がい者支援課 ○

6

心身障害者(児)
通所訓練委託事
業（P.22再
掲）

重度の知的障がいと重度の肢体不自由が重複
している在宅の障がいのある人と、小学校就
学前の心身障がい児の療育訓練を実施しま
す。

障がい者支援課
緑成会整育園

○

7
地域活動支援セ
ンター

在宅の障がいのある人等に、創作的活動や生
産活動、社会交流等を行う場を提供します。

障がい者支援課
地域生活支援セ
ンターあさやけ
地域活動支援セ
ンターはばたき

○

事業名 事業内容 担当

計画の方向性

進捗状況（令和４年度実績）

・延べ利用者数7,926人/月。実利用者数401人/月。

・実利用者数39人/月

・①自立訓練（機能訓練）延べ利用者数21人/月。実利用者数2人/
月。②自立訓練（生活訓練）延べ利用者数524人/月。実利用者数
28人/月。

・①福祉型　延べ利用者数463人/月。実利用者数98人/月。②医療
型　延べ利用者数157人/月。実利用者数30人/月。

・利用者数48人。延べ利用者数72日/月

・延べ利用者数2,904人。【障がい者支援課】

・新型コロナウイルス感染拡大防止の配慮を継続し、中止にならない
ような工夫をしながら取り組んだ。料理プログラムは再開ができない
ものの、それ以外のプログラムに関しては概ね再開し継続してきた。
女性の交流室をきっかけに女性の登録の割合が増えた。【地域生活支
援センターあさやけ】
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　（5） 居住系サービス

継
続

充
実

新
規

1 自立生活援助

施設入所支援や共同生活援助（グループホー
ム）等を利用していた一人暮らしを希望する
障がいのある人に対し、一定の期間、定期的
に居宅を訪問し、生活状況の確認を行い、必
要な助言や医療機関等との連絡調整を行うと
ともに、利用者からの相談・要請がある場合
は随時の対応を行います。

障がい者支援課 ○

2
共同生活援助
（グループホー
ム)

地域で共同生活を営むのに支障のない障がい
のある人に、主に夜間、共同生活を営む住居
において、入浴、排せつ、食事等の介護を行
います。

障がい者支援課 ○

3 施設入所支援
施設に入所している障がいのある人に、主に
夜間、入浴、排せつ、食事等の介護を行いま
す。

障がい者支援課 ○

4
知的障がい者グ
ループホームへ
の助成

知的障がい者の地域生活を支援するために、
グループホームの運営費等を助成します。

障がい者支援課 ○

5
精神障がい者グ
ループホームへ
の助成

精神障がい者の地域生活を支援するために、
グループホームの運営費等を助成します。

障がい者支援課 ○

6
地域生活支援拠
点等の整備

障がいのある人が住み慣れた自宅や地域で暮
らし続けるため、相談支援、体験の機会・場
の提供、緊急時や24時間体制の対応や受け入
れ、担い手の専門性、地域の体制づくりなど
の機能を備えた地域生活支援拠点等の整備に
ついて検討します。

障がい者支援課
地域自立支援協
議会

○

事業名 事業内容 担当

計画の方向性

・実利用者数270人/月。市内施設数41か所

・実利用者数100人/月

進捗状況（令和４年度実績）

・実利用者数2人/月

・知的障害者でグループホームを利用している対象者延べ185人に
家賃助成を行った。

・精神障害者でグループホームを利用している対象者延べ332人に
助成を行った。

・令和3年10月に開始した地域生活支援拠点については、「緊急時
の受入れ対応」「関係機関との連携・情報共有」が拠点事業を進める
うえでの最重点課題であることから、第2次地域生活支援拠点等ワー
キングを設置し、検討を行った。【障がい者支援課、地域自立支援協
議会】

11



　（6） 移動に関する支援

継
続

充
実

新
規

1
移動支援事業
(個別移動支援)

屋外での移動が困難な障がい者・児が、自立
した地域生活と社会参加を実現できるよう
に、外出のための移動を支援します。

障がい者支援課 ○

2
移動支援事業
(車両移送支援)

たいよう福祉センター（障害者福祉セン
ター）、あおぞら福祉センター、緑成会整育
園の重度障がいの通所者に対し、車両による
送迎を行います。

障がい者支援課 ○

3
重度脳性まひ者
介護人派遣

20歳以上の身体障がい１級の脳性まひ者で、
単独で屋外活動をすることが困難な方に介護
人を派遣し、屋外への手引きや同行、その他
必要な用務を行います。

障がい者支援課 ○

4
心身障害者ガソ
リン費補助

在宅の心身障がい者・児が、日常生活のため
に使用する自動車のガソリン費の税額分を補
助します。

障がい者支援課 ○

5
福祉タクシー利
用料金補助

心身障がい者・児がタクシーを利用したと
き、その料金の一部を補助します。
（「心身障がい者ガソリン費補助」との併給
はできません。）

障がい者支援課 ○

6
福祉バス（リフ
ト付)の運行

車椅子を使用しなければ移動が困難な障がい
のある人のために、車椅子のまま乗れる福祉
バスを運行します。（利用者に付き添う人の
乗車も可能です。）

障がい者支援課 ○

7
福祉有償運送運
営協議会運営事
業

福祉有償運送事業を実施しているＮＰＯ法人
等に、必要な指導、助言を行い、移動制約者
の旅客運送を確保します。

生活支援課 ○

8
心身障害者運転
免許取得費補助

心身障がい者が運転免許を取得する際に要す
る費用の一部を補助します。

障がい者支援課 ○

事業名 事業内容 担当

計画の方向性

・福祉有償運送を行っている2団体が、運営協議会に協議を諮ったう
えで、更新登録の手続や、登録の変更手続を行った。

・申請件数０件

進捗状況（令和４年度実績）

・事業所の利用箇所数45か所。利用者数162人/月。利用時間数
1,582時間/月
※平成25年7月より身体障がい児（中高生）を、平成28年4月より
重度心身障害者を対象として追加。

・実利用者数93人/月

・利用者6人、介護日数延べ744日

・補助対象者1,916人。29,875,176円（553,244ℓ相当分）の
補助を行った。

・補助対象者2,285人。タクシー券236,745枚を交付し、
162,012枚（81,006,000円分）が使用された。

・延べ利用者1,640人、走行距離9,720㎞
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9
身体障害者用自
動車改造費補助

身体障がい者が、就労等に伴い、本人が所有
し運転する自動車の改造に要する費用を補助
します。

障がい者支援課 ○

10
障がいのある児
童のバスの送迎

特別支援学級に通学（通級）する児童（小学
校３年生まで）をバスで送迎します。

指導課 ○

11
交通機関の割引
等

・有料道路の割引
・都営交通の無料乗車券の交付
・民営バス料金の割引

障がい者支援課 ○

事業名 事業内容 担当

計画の方向性

進捗状況（令和４年度実績）

・都営交通無料乗車券を892枚交付した。
・民営バス乗車割引証を184枚交付した。
・有料道路の障害者割引制度について764件の申請を受付した。

・2件、267,800円を補助した。

・年間延べ10,717人を送迎した。
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　（7） 保健・医療サービス

継
続

充
実

新
規

1 乳幼児健康診査

乳幼児期各期における健康診査（３～４か月
児健康診査、６・９か月児健康診査、１歳６
か月児健康診査、３歳児健康診査、経過観察
健康診査、乳幼児発達健康診査等）を行い、
発育・発達の気になる乳幼児の早期発見と相
談・指導を実施します。

健康推進課 ○

2
新生児・妊産婦
訪問

保健師・助産師が妊産婦・新生児の家庭を訪
問し、健康状態、生活環境、疾病予防等につ
いて、相談・指導を行います。

健康推進課 ○

3
未熟児等訪問・
未熟児等相談

未熟児や医療依存度の高い乳児を抱えている
家庭等に、保健師・助産師が訪問等により相
談・指導を行います。

健康推進課 ○

4 心理発達相談
乳幼児の言葉の遅れや対応の仕方に不安があ
るときに、心理相談員が相談に応じます。

健康推進課
子ども家庭支援
センター

○

5
特定健康診査・
一般健康診査

40歳以上の国民健康保険加入者や、後期高齢
者医療制度加入者等を対象に、生活習慣病に
関する健康診査を行います。

保険年金課
健康推進課

○

6 がん検診
胃がん、大腸がん、子宮頸がん、乳がん、肺
がん、前立腺がんの早期発見を目的とした検
診を行います。

健康推進課 ○

7
成人歯科健診・
妊婦歯科健診

20歳以上の市民と妊婦を対象に、歯科健診を
実施します。

健康推進課 ○

8
自立支援医療
(更生医療・育
成医療)

身体障がい者・児の障がいの程度を軽減し、
または障がいを除去するために医療が必要な
場合に、その医療費を助成します。

障がい者支援課
健康推進課

○

9
自立支援医療
(精神通院医療)

精神障がいのため、通院による精神医療を継
続的に必要とする場合に、その医療費を助成
します。

障がい者支援課 ○

事業名 事業内容 担当

計画の方向性

・乳幼児期各期における健康診査（3～4か月児健康診査、6・9か月
児健康診査、1歳6か月児健康診査、3歳児健康診査、経過観察健康
診査、乳幼児発達健康診査等）を行い、乳幼児の疾病や発達に関して
診察や相談･指導を実施し、必要時医療機関を紹介することで、早期
発見に努めた。

進捗状況（令和４年度実績）

・保健師・助産師が妊産婦・新生児の家庭を訪問し、健康状態、生活
環境、疾病予防等について、相談・指導を実施した。

・未熟児や医療依存度の高い乳児を抱えている家庭等に、保健師・助
産師が訪問等により相談・指導を実施した。

・乳幼児の言葉の遅れや対応の仕方に不安があるときに、心理相談員
が相談に応じ、個別相談と集団指導を実施した。【健康推進課】
・臨床心理士・臨床発達心理士による相談を行うことにより保護者へ
の支援を継続実施。【子ども家庭支援センター】

・特定健診対象者26,070人中、11,552人受診。【保険年金課】
・一般健診対象者24,647人中、11,236人受診。【保険年金課】
【健康推進課】

胃がん検診（2,903人）、大腸がん検診（15,595人）、乳がん検
診（3,707人）、子宮頸がん検診（3,917人）、肺がん検診
（3,200人）、前立腺がん検診（1,796人）を実施した。※（ ）内
は受診者数

成人歯科健診（1,581人）
妊婦歯科健診（459人）

育成医療新規申請（3件）、再認定申請（3件）【健康推進課】
身体障がい者・児の障がいの程度を軽減し、または障がいを除去する
ために医療が必要な場合に、その医療費助成を継続実施した。【障が
い者支援課】

自立支援医療（精神通院）の新規認定申請、更新申請等を受け付け
た。
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継
続

充
実

新
規

10
心身障害者医療
費助成制度

身体障害者手帳１・２級(内部障がい３級を含
む)、愛の手帳１・２度または精神障害者保健
福祉手帳１級に該当する人の医療費を助成し
ます。

障がい者支援課 ○

11
難病医療費等助
成制度

難病等にかかられた人の医療費等助成の申請
受付を行います。

健康推進課 ○

12
後期高齢者医療
制度

65歳以上で、広域連合が認定する一定の障が
い(注)に該当する人が加入できます。

保険年金課 ○

13
ひとり親家庭医
療費助成制度

父または母が重度の障がいの状態(おおむね１
～２級の身体障がい者)である場合、18歳に
なった年度の末日以前の児童(児童がおおむね
１～３級の身体障がいおよび中度の知的障が
いを有する場合は20歳未満)とその保護者に対
して、医療費を助成します。

子育て支援課 ○

14
歯科医療連携推
進事業

病気や障がいがあるため、または介護が必要
な状態であるために、かかりつけの歯科医を
見つけることが困難な方に歯科医院を紹介し
ます。

健康推進課 ○

15
小児精神病医療
費助成

児童精神保健の向上と児童福祉の増進に寄与
することを目的として、小児精神病の入院医
療に要する費用を助成します。

障がい者支援課 ○

事業名 事業内容 担当

計画の方向性

進捗状況（令和４年度実績）

・精神疾患のために入院加療を要する児童及び保護者より申請を受理
し、東京都へ進達した。令和4年度実績3件

・受給者数1,573人。受給者証申請、更新、都外受診等による償還
払いの事務等を実施した。

・新規申請378件(内訳：難病340件、小児慢性33件、大気汚染5
件）と更新等申請2,916件（内訳：難病2,163件、小児慢性189
件、大気汚染564件）を受け付けた。

・障害認定者49人

・受給者数1,645人。受給者証申請、更新、都外受診等による償還
払いの事務等を実施。

・紹介件数 13件
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　（８）そ の他サービス

継
続

充
実

新
規

1
補装具費の支給
と修理

義肢、車椅子等の補装具は、障がいのある人
等の身体機能を補完、または代替し、かつ長
時間に渡り継続して使用されるものであり、
補装具の購入または修理に要した費用の一部
を補助します。

障がい者支援課 ○

2
日常生活用具の
給付

重度障がいのある人等に必要性に応じてそれ
ぞれの障がいの特性に合った日常生活用具を
給付し、日常生活の便宜を図ります。

障がい者支援課 ○

3
住宅設備改善費
用の給付

重度障がいのある人等に住宅設備改善費用を
給付し、日常生活の便宜を図ります。

障がい者支援課 ○

4 補助犬の給付
補助犬を必要とする障がいのある人に、盲導
犬、介助犬、聴導犬を貸付けます。

障がい者支援課 ○

5 車椅子の貸出し

普段使用している車椅子が修理中、または普
段使用していないが旅行中だけ利用したいと
いった場合等に、無料で車椅子を貸し出しま
す。

社会福祉協議会 ○

6
図書館資料の郵
送・宅配貸出
サービス

図書館への来館が困難な身体障がいの人には
郵送で、要介護状態により、図書館への来館
が困難な方には宅配で、図書館資料の貸出を
行います。

図書館 ○

事業名 事業内容 担当

計画の方向性

進捗状況（令和４年度実績）

・成人（購入176件、修理184件）、児童（購入193件、修理78
件）

・介護訓練支援用具39件/年。自立生活支援用具32件/年。在宅療養
等支援用具28件/年。情報・意思疎通支援用具30件/年。排泄管理支
援用具2,127件/年

・居宅生活動作補助用具（住宅設備改善費）20件/年

・補助犬を必要とする障がいのある人に、盲導犬、介助犬、聴導犬を
貸付けた。

・利用者件数延べ162件

・平成27年度より、要介護３以上で図書館への来館が困難な65歳以
上の高齢者を対象に、図書館の職員またはボランティアが図書館の本
を自宅へ宅配するサービスを行っている。令和2年1月から、対象を
「要介護１以上で図書館への来館が著しく困難な方」に拡大した。
令和４年１０月から令和５年３月にかけて、様々な理由で来館が困難
な方に対象者を拡大するために、市内の一部地域で利用者の要件を拡
大した実証実験を行い、令和５年度以降に市全域で実施していくため
の問題点や改善点の検証を行った。
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２　生活環境の整備

　（１） 福祉のまちづくり

継
続

充
実

新
規

1
公共施設のバリ
アフリー化

市の施設の段差解消等のバリアフリーの推進
と、「だれでもトイレ」等のバリアフリー化
を行うとともに、オストメイトトイレの設置
を進めます。

総務課
生活支援課
障がい者支援課
建築指導課
施設整備課
施設所管課
　

○

2
ユニバーサルデ
ザインの推進

障がいのある人もない人も、誰もが自由で使
いやすく住みやすい環境整備を行っていくた
めに、ユニバーサルデザインの考え方の普及
や研究に努めます。

生活支援課
障がい者支援課
建築指導課
施設整備課

○

3
公共交通機関の
バリアフリー化

障がいのある人の移動手段として不可欠な公
共交通機関における、駅のバリアフリー化や
ユニバーサルデザインタクシー、ノンステッ
プバスの導入について、事業者との情報共有
に努めます。

生活支援課
障がい者支援課
公共交通課

○

4
建築物のバリア
フリー化

建築物に対して、福祉のまちづくり条例の整
備基準に沿った指導を行うとともに、条例の
適用外となる小規模な建築物についても啓発
を行います。

生活支援課
建築指導課

○

進捗状況（令和４年度実績）

・小平市立小平第八小学校増築校舎賃貸借において、スロープを設置
し、１Fにバリアフリートイレ（オストメイト有）を設けた。【施設
整備課】

・福祉のまちづくり講演会を１回実施した。【生活支援課】
・新築工事や改修工事は、ユニバーサルデザインの考え方を念頭に設
計している。【施設整備課】

・駅のバリアフリー化に係る補助対象事業なし。【公共交通課（令和
3年度～）】
・市内タクシー事業者のユニバーサルデザインタクシー新規８台導入
（ジャパンタクシー）、合計34台。※令和4年11月に営業所を閉鎖
した1事業者を除く。【公共交通課】

・公共施設の新築・改築・改修工事等に際し、福祉のまちづくり条例
の整備基準に沿って設計、工事発注を実施している。【施設整備課】

事業名 事業内容 担当

計画の方向性
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継
続

充
実

新
規

5
道路環境のバリ
アフリー化

誰もが安全・快適に通行できる道路や歩道を
整備するために、視覚障がい者にも配慮した
段差の解消や路面の平坦化、表示誘導の設置
を図るとともに、交通マナーの遵守や放置自
転車・不法広告物等の撤去を進めるための啓
発活動を行います。

道路課
交通対策課

○

6
ユニバーサルデ
ザインに配慮し
た公園づくり

誰もが利用しやすい公園にするために、出入
口等の段差の解消や、使いやすい水飲み場・
トイレ・遊具の整備を図ります。

水と緑と公園課 ○

7
居住環境のバリ
アフリー化

生活する建物のバリアフリー化を進めるとと
もに、道路や商店、公共施設など地域ぐるみ
で住みやすい居住環境を実現するよう促しま
す。

生活支援課
地域整備支援課

○

進捗状況（令和４年度実績）事業名 事業内容 担当

計画の方向性

・道路補修工事に合わせて、歩道の段差改良や勾配の緩和を実施し
た。（1路線）【道路課】
・道路整備工事（鷹の台駅前広場整備）に伴い、歩道を整備した。
（1路線）【道路課】
・駅周辺で歩道をふさいでいる放置自転車の撤去を強化した。【交通
対策課】
・点字ブロック破損箇所の補修を２路線で実施した。【交通対策課】

・開発に伴う提供公園について、事業者へバリアフリーに配慮した設
計を要望し、2公園が新規開園した。6公園のトイレの洋式化改修を
実施した。公園リニューアルで1公園の出入口改修を実施した。

・福祉のまちづくり条例に基づき、各課と連携しながら福祉のまちづ
くりを推進した。【生活支援課】
・組合施行による小川駅西口地区の駅前再開発においては、ユニバー
サルデザインへの対応、周辺環境に配慮した空間について、令和５年
度からの再開発ビル着工に向けた具体的な検討を行った。組合施行を
予定している小平駅北口地区の駅前再開発においては、ユニバーサル
デザインに対応するとともに、にぎわいの創出など魅力あるまちづく
りを進めていくため、準備組合に対して事業計画案の検討、関係機関
との協議において助言や協力などの支援を行った。【地域整備支援
課】
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　（２） 防災・防犯対策

継
続

充
実

新
規

1
防災ネットワー
クの確立

災害時に備えて地域住民や消防署、障がい者
関連団体等との連携を図り、災害時の避難誘
導や避難所での生活支援等、障がいのある人
に必要な援護のネットワークを整備します。

防災危機管理課
生活支援課
障がい者支援課
社会福祉協議会

○

2
重度身体障害者
等救急通報シス
テムの設置

18歳以上の重度身体障がい者等で一人暮らし
をしている人が、病気や事故など急な助けを
必要としたときに、民間事業者の受信セン
ターまたは消防署へ通報し、協力員・消防署
などの救助等が得られる救急通報システムの
設置を行います。

障がい者支援課 ○

・避難行動要支援者登録名簿の更新、自治会・マンション管理組合へ
「避難行動要支援者登録名簿の取り扱いに関する協定」締結に向けた
事業説明を行った。【生活支援課】
・地域防災フォーラム（自主防災組織の取組事例紹介及び出席者同士
の意見交換など）を実施した。【防災危機管理課】
・要配慮者支援を目的とし、当事者・関係機関が連携する「こだいら
あんしんネットワーク」会議を開催し連携の強化を図った。【社会福
祉協議会】【防災危機管理課】

・消防型対象者0人、民間型対象者4人。

事業名 事業内容 担当

計画の方向性

進捗状況（令和４年度実績）
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継
続

充
実

新
規

3
災害時の避難場
所の確保と支援
体制の確立

たいよう福祉センター（障害者福祉セン
ター）、あおぞら福祉センター、地域セン
ターをはじめ、小平特別支援学校、二葉むさ
しが丘学園等の市内の障がい関連施設や児童
施設と協定を結び、災害時の二次避難所の確
保を進めるとともに、障がいのある被災者の
巡回相談を行うなどの支援体制を整備しま
す。

防災危機管理課
生活支援課
障がい者支援課
社会福祉協議会

○

4
防災訓練等への
当事者参加の推
進

地域の障がいのある人も参加できる防災訓練
等の実施を推進します。

防災危機管理課
生活支援課
障がい者支援課
社会福祉協議会

○

5
「避難行動要支
援者登録名簿」
の活用

災害発生時における支援を適切かつ円滑に実
施するため、要配慮者のための防災行動マ
ニュアルや避難行動要支援者登録名簿等を活
用し、地域における避難支援体制の充実を推
進していきます。

防災危機管理課
生活支援課
障がい者支援課

○

6
防災・防犯意識
の啓発

障がいのある人や支援者を対象とした防災・
防犯意識の啓発のため、地域での集会等に市
の防災危機管理課、地域安全課、障がい者支
援課の職員を講師として派遣します。

防災危機管理課
地域安全課
障がい者支援課
社会福祉協議会

○

7 防犯体制の確立

緊急通報、ファクシミリ、電子メールを利用
した警察署への通報体制を確立するととも
に、地域住民と警察署等の連携を図ること
で、障がいのある人が犯罪に巻き込まれるこ
とを防止するよう努めます。

地域安全課
生活支援課
障がい者支援課

○

・デリバリーこだいらの申し込みがなかった。【地域安全課】【防災
危機管理課】

・不審な電話やメール等を受けた場合や犯罪等を目撃した場合は、す
ぐに110番通報をするように呼びかけている。【地域安全課】

進捗状況（令和４年度実績）

・協定締結事業所の職員を避難所等に派遣し、避難所等に避難した要
配慮者に対し、障害福祉サービス等を提供する等、協力内容を取り決
める協定を締結した。【防災危機管理課】
・小平第十三小学校の近隣の自主防災組織との連絡調整を実施した。
【社会福祉協議会たいよう福祉センター】
・地域との防災訓練について、新型コロナウイルス感染拡大防止のた
め未実施【社会福祉協議会あおぞら福祉センター】

・市総合防災訓練において、こだいらあんしんネットワークの協力に
より、要配慮者（視覚・聴覚障がい者、車いす利用者）の避難受付・
誘導の訓練や、小平第十四小学校の5年生に対する白杖体験、手話体
験及び筆談体験の講義を実施した。【防災危機管理課】
・市総合防災訓練では、災害ボランティアセンターの立ち上げ訓練を
実施した【社会福祉協議会】

・要配慮者のための防災行動マニュアルの窓口配布を継続するととも
に、自治会・マンション管理組合へ「避難行動要支援者登録名簿の取
り扱いに関する協定」締結に向けた事業説明を行った。【生活支援
課】

事業名 事業内容 担当

計画の方向性
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継
続

充
実

新
規

8
消費者トラブル
の防止と被害か
らの救済

障がいのある人の消費者トラブルに関する情
報を収集し、また、その被害からの救済につ
いて必要な情報提供を行い、障がいのある人
が悪質な事業者の勧誘・犯罪などの消費者被
害にあわないよう、周知・啓発に努めます。
法律的な助言が必要な場合は、権利擁護セン
ターこだいらを窓口として法律相談を行いま
す。

地域安全課
市民課
障がい者支援課
社会福祉協議会

○

9 ヘルプカード

障がいのある人が災害時や日常生活の中で
困ったときに、周囲に自己の障がいへの理解
や支援を求めるために携帯するカードで、緊
急連絡先や必要な支援内容などを記載してい
ます。

障がい者支援課 ○

進捗状況（令和４年度実績）

・障がいのある人からの消費生活相談受付状況　10件【市民課】
・令和5年3月に実施した地域防犯講座のなかで、市民課と連携し、
消費者トラブルに関する情報提供を行った。【地域安全課】

事業名 事業内容 担当

計画の方向性

・必要な方へ窓口等においてヘルプカードを配布した。
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３　教育・発達支援の充実

　（１） 療育・保育・教育の充実

継
続

充
実

新
規

1 児童発達支援

小学校就学前の６歳までの障がいのある子ど
もが通い、日常生活の自立支援や機能訓練を
行ったり、保育園や幼稚園のように遊びや日
頃の生活習慣を学ぶ場を提供し、支援を行い
ます。

障がい者支援課 ○

2
医療型児童発達
支援

肢体不自由がある子どもに、医療的管理のも
と理学療法等の機能訓練や支援を行います。

障がい者支援課 〇

3

児童発達支援セ
ンターの整備及
び発達支援相談
の実施

令和４（2022）年度の開設を目途に、障害
者福祉センター（たいよう福祉センター）へ
児童発達支援センターを整備し、児童発達支
援を提供するほか、発達の気になる子どもや
家族の支援を行う地域の中核的な役割を担
い、併せて、発達を支援するための窓口を行
います。

障がい者支援課 〇

4
居宅訪問型児童
発達支援

重度の障がい等のために外出が著しく困難な
障がいのある子どもに、居宅を訪問して発達
支援を行います。

障がい者支援課 〇

5
言語相談訓練事
業

ことばやコミュニケーションに不安のある児
童、またはその家族を対象に、言語聴覚士に
よる個別相談や個別訓練・グループ訓練を行
います。

社会福祉協議会
たいよう福祉セ
ンター
あおぞら福祉セ
ンター

○

6

心身障害者(児)
通所訓練委託事
業
〔再掲〕

重度の知的障がいと重度の肢体不自由が重複
している在宅の障がいのある人と、小学校就
学前の心身障がい児の療育訓練を、一般財団
法人に委託して実施します。

障がい者支援課
緑成会整育園

○

7
保育園での障が
い児の受け入れ

保育園等での障がい児の受け入れを進め、障
がいに配慮した保育を実施します。

保育課 ○

・令和4年4月に児童発達支援センターを開設し、発達支援相談を実
施した。
　発達支援総合相談：790件
　発達支援専門相談：301件

・延べ利用者数5人/月。実利用者数２人/月

・実人数147人、延回数2,002回【社会福祉協議会たいよう福祉セ
ンター】
・実人数264人、延回数2,507回【社会福祉協議会あおぞら福祉セ
ンター】

・延べ2,904人が利用した。【障がい者支援課】

・延べ利用者数1,627人/月。実利用者数191人/月

・延べ利用者数20人/月。実利用者数3人/月

事業名 事業内容 担当

計画の方向性

進捗状況（令和４年度実績）

・保育園で障がい児の受け入れを実施し、障がいに配慮した保育を
行った。
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継
続

充
実

新
規

8
幼稚園での障が
い児の受け入れ

幼稚園での障がい児の受け入れ、障がいに配
慮した幼稚園教育の実施に向けて支援を行い
ます。

保育課 ○

9
保育所等訪問支
援

保育所等を訪問して、障がいのある子ども
に、障がいのない子どもとの集団生活への適
応のための支援を行います。現在、市内に
サービスを提供する事業所がないため、児童
発達支援等を実施している事業者等に対し事
業所の開設を働きかけます。

障がい者支援課 〇

10 巡回相談

言語聴覚士、臨床発達心理士等の相談員が市
内の公立保育園、私立保育園、私立幼稚園、
認定こども園を巡回し、保育士や幼稚園教諭
に、園児の発達等に関する指導・助言を行い
ます。
また、保育士、幼稚園教諭等の支援者研修を
行い、必要に応じて保護者と面談し、保護者
への指導・助言等の支援を実施します。

保育課
社会福祉協議会

○

11
障がい児発達指
導事業

子どもの発達について、専門的な相談や療育
を行います。また、発達障がいについては東
京都発達障害者支援センターと連携して、相
談支援の対応を図ります。
保健師や相談支援者等が研修を受けることに
より、相談・療育技術等、資質の向上を図り
ます。

障がい者支援課
健康推進課
保育課
社会福祉協議会
子ども家庭支援
センター

○

・東京医療専門職大学教授や日本感覚統合学会の作業療法士を講師に
招き、「感覚統合の視点を発達支援に活かす」をテーマに、市内幼稚
園・保育園従事者向け講習会を実施した。【保育課】
・発達に心配のある幼児に対して、心理発達相談や発達健康診査で、
個別相談や集団指導を実施した。保健師の研修は、東京都主催の研修
などに随時参加した。【健康推進課】
・臨床心理士、臨床発達心理士による相談を実施した。【子ども家庭
支援センター】

・延べ利用者数28人/月。実利用者数15人/月

・実施園：公立保育園5園、私立保育園30園、私立幼稚園6園、相談
件数：公立保育園60件、私立保育園266件、私立幼稚園49件実
施。保育士及び幼稚園教諭を対象とする研修を実施した。【社会福祉
協議会あおぞら福祉センター】
・実施園：公立保育園4園、私立保育園10園、私立幼稚園6園、相談
件数：公立保育園49件、私立保育園96件、私立幼稚園58件。保育
士及び幼稚園教諭を対象とする研修を実施した。【社会福祉協議会た
いよう福祉センター】

・幼稚園での障がい児の受け入れ、障がいに配慮した幼稚園教育の実
施に向けた支援を行った。

事業名 事業内容 担当

計画の方向性

進捗状況（令和４年度実績）
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充
実

新
規

12
ペアレントメン
ター事業

発達障がいの子どもを育てた経験を持ち、発
達障がいの知識や相談技術を身につけるため
の研修を受講し、登録された保護者（ペアレ
ントメンター）が、自身の養育体験を活かし
て、保護者の話を聴いたり、情報提供を行う
親カフェを開催します。また、ペアレントメ
ンターによる個別相談を実施します。

障がい者支援課 ○

13
ペアレントプロ
グラム事業

子どもの発達について悩む保護者のために、
行動療法をもとにした子どもとの関わり方を
伝える手法であるペアレントプログラムを開
催します。

障がい者支援課
指導課

○

14
障がい児療育支
援事業

造形・音楽などのワークショップを開催し、
発達に遅れのある子どもたちの発達を支援し
ます。
また、この事業で市内の大学と連携すること
により、学生を福祉人材として育成します。

障がい者支援課
白梅学園大学

○

　（２） 特別支援教育の充実

継
続

充
実

新
規

1

学校生活支援
シート、個別指
導計画の作成と
活用

特別支援教育に関わる情報を適切に共有し、
支援できるように、小平市立学校用の統一書
式を改善するとともに、シートの教員向け活
用の手引を作成します。

学校
指導課

○

・ペアレントメンターが、保護者の話を聴いたり、情報提供を行う親
カフェを実施した。開催回数12回

進捗状況（令和４年度実績）

・子育てに悩む保護者のために、行動療法をもとにした子どもとの関
わり方のポイントをわかりやすく伝えるための方法であるペアレント
プログラムを実施した。全３回２コース、参加者39人。保育士、幼
稚園教諭等参加者24人。 発達障がいの啓発とペアレントプログラム
の周知のため、講演会を開催した。参加者83人【障がい者支援課】
・保護者向けプログラム　12回実施【教育相談室】

進捗状況（令和４年度実績）

・連絡会や研修会等を通して、学校生活支援シート及び個別指導計画
に関する現状と課題を把握し、教員向け手引を作成した。【指導課】

事業名 事業内容 担当

計画の方向性

・白梅学園大学との連携事業（平成20年～）として、障がい児等の
療育を目的とした造形ワークショップ、障がいのある子どももない子
どもも共に参加できる演劇ワークショップを開催し、教員のほか大学
生が多数参加した。障がいのある子どもや発達が気になる子どもの保
護者の交流会や障がいへの理解啓発を目的とした障がい理解連続講座
などを開催した。延べ開催日数90日、延べ参加者数：児童・保護者
930人、学生・教員等526人【障がい者支援課】【白梅学園大学】

事業名 事業内容 担当

計画の方向性
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継
続

充
実

新
規

2
読み書きに困難
のある児童・生
徒の指導の充実

ＰＣ端末を活用するなどして、読み書きに困
難のある児童・生徒一人一人の状態に応じた
適切な指導と支援の充実を図ります。
ＬＤ等の学習面での困難さがある児童・生徒
への指導方法やアセスメントの理解を深める
研修を教員へ行います。また、読み書きアセ
スメント等の活用を研究します。

学校
指導課

○

3
合理的配慮の理
解・啓発の推
進、対応

教職員をはじめ、保護者・地域への「合理的
配慮」について理解を深めたり、広げたりす
ることを推進します。
学校及び担任等は、保護者や児童・生徒の要
望を基に、その実施に伴う負担が過重でない
ときは、一人一人のニーズに合わせた対応を
していきます。また、申出があった方法では
対応が難しい場合でも、建設的な対話を通じ
て、代替措置の選択も含め、柔軟に対応しま
す。

学校
学務課
指導課
教育総務課

○

4
ICT機器の拡充
による学習支援

ＩＣＴの活用は、認知処理の偏り等を補った
り、注意や集中を高めたりすることができ、
特別な支援を必要とする児童・生徒の学習上
の困難を改善する効果があります。
児童・生徒に１人１台配備する予定のＰＣ端
末を活用した効果的な授業の進め方や学習支
援の取組について、教員が情報共有し授業や
取組の改善につなげます。また、国や都の動
向を踏まえながら、学習者用デジタル教科書
及びデジタル教材の導入について研究しま
す。

学務課
指導課

○

5
こげら就学支援
シートの活用

家庭や認定こども園、幼稚園、保育園等での
支援や配慮を小学校に引き継ぐことを希望す
る保護者が入学前に作成し、小学校に提出し
ます。就学時健康診断時に配布します。小学
校では、主に学級編制や指導の参考にしま
す。また、各園や学校でも保護者に対し説明
されるよう、小学校・幼稚園・保育園連絡会
等で周知し、シートの活用を促します。
さらに、就学支援シートの活用が進むよう
に、教員向け活用の手引を作成し、学校の支
援に努めます。

学校
指導課

○

・特別支援教室巡回指導教員及び通級指導学級担任研修会において、
児童・生徒のアセスメントをテーマに研修会を実施した。また、各学
校の読み書きに関するアセスメントの状況について、連絡会で情報交
換を行い、効果的な方法や東京都の読み書きアセスメントの活用につ
いて情報の共有を行った。
・デイジー教科書を一括申請し、市内小中学校で活用できるようにし
た。【指導課】

・昨年に引き続き、児童・生徒の実態に応じて、合理的配慮の考え方
を踏まえた対応を行っている。また、小学校1年生の保護者を対象に
配付するリーフレットにおいて、合理的配慮の考え方について示し、
理解を広げている。【指導課】

・学習者用端末に備わっている読み上げ機能や拡大機能を児童・生徒
の実態に応じて活用している。また、文部科学省のデジタル教科書の
活用事業を利用して一部の教科について各校で使用している。【指導
課】
・必要箇所に無線アクセスポイント等を設置した。また、学習者用端
末による家庭でのオンライン学習のために、モバイルルータの貸与を
開始した。【学務課】

・幼稚園・保育園・小学校連絡会でこげら就学支援シートの効果的な
活用について、意見交換をする機会を設けた。また、連絡会でスター
トカリキュラムの理解充実を図り、切れ目ない情報の引継ぎの在り方
について情報交換をした。【指導課】

事業名 事業内容 担当

計画の方向性

進捗状況（令和４年度実績）
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6
交流及び共同学
習の推進

学校生活において、特別支援学校や特別支援
学級に在籍する児童・生徒が通常の学級に在
籍する子どもたちと共に学んだり、学校行事
に参加したりするなどの交流及び共同学習を
推進します。
推進にあたっては、児童・生徒の障がいの特
性への理解やキャリア教育などの視点から、
互いの児童・生徒が安心して効果的な学びを
得る機会となるよう努めます。

学校
指導課

○

7 副籍交流の充実

特別支援学校に在籍している児童・生徒が、
居住地域の小・中学校を地域指定校として副
次的に籍を置き、様々な交流活動を行ってい
ます。
地域の子どもとして、居住する地域とつなが
り、子どもたちの相互理解や思いやりの気持
ちを育むことができるよう、研修等で副籍制
度や交流内容について効果的な事例を紹介す
るなどして教員の理解を深め、本人や保護者
の希望等に基づき、副籍交流の充実を図りま
す。

学校
指導課

○

　（３） 放課後活動・生涯学習の充実

継
続

充
実

新
規

1
放課後等デイ
サービス

就学中の障がい児に、放課後や夏休み等の長
期休業中において、生活能力向上のための訓
練等を継続的に提供します。

障がい者支援課 ○

2
学童クラブへの
障がい児の受け
入れ

学校から帰宅しても保護者の就労等により適
切な監護を受けられない障がい児を学童クラ
ブに受け入れます。

子育て支援課 ○

3

放課後子ども教
室及び放課後学
習教室への障が
い児の受け入れ

放課後の学校施設を利用した放課後子ども教
室（小学校）及び放課後学習教室（中学校）
に、当該校に在校する障がい児を受け入れ、
仲間との交流や学習、スポーツ等の活動を展
開します。

地域学習支援課 ○

進捗状況（令和４年度実績）

・新型コロナウイルス感染症対策のため、給食における交流の実施が
難しい状況であった。令和3年度に比べ、少しずつ教科や行事などの
交流の機会を広げることができた。交流及び共同学習の基盤づくりと
して、特別支援学級設置学校においては、特別支援学級の説明などを
通じて障がい理解教育の推進を図っている。【指導課】

・運動会や展覧会等の学校行事を活用して交流をした。また、特別支
援教育コーディネーター連絡協議会において、副籍交流の行い方につ
いて情報共有を行い、効果的な取組等について情報交換を行った。
【指導課】

事業名 事業内容 担当

計画の方向性

・市立小学校19校で放課後子ども教室、市立中学校8校で放課後学
習教室を実施した。

事業名 事業内容 担当

計画の方向性

進捗状況（令和４年度実績）

・延べ利用者数3,926人/月。実利用者数349人/月
・新規に1事業所が開設された。

・臨床発達心理士等による巡回相談回数：15回
・市内39クラブで障害児受入の体制を整えている。
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継
続

充
実

新
規

4
障がい者の生涯
学習の場の充実

学校教育を修了した障がい者・児を対象に、
一般教養、スポーツ、レクリエーション等各
種事業を実施し、生活充実に必要な学習・ス
ポーツ活動の機会を提供するとともに、地域
で行われるそれらの活動に障がいのある人が
参加することについて、地域の理解を促進す
る働きかけを行います。

文化スポーツ課
障がい者支援課
公民館

○

5
障がい者の生涯
学習の指導者の
発掘

市の関係部署、文化団体、スポーツ団体、相
談支援事業者等の連携により、障がいのある
人に文化・スポーツ・レクリエーションを教
えることのできる指導者の発掘を行います。

文化スポーツ課
障がい者支援課
社会福祉協議会

○

進捗状況（令和4年度実績）

・ニュースポーツデーにおいてボッチャやラージボール卓球等を実施
し、障がい者が気軽にスポーツに触れあえる機会を提供した。また、
こだいらボッチャ大会を開催し、障がいの有無に関わらず健常者と一
緒に競技を行う機会とした。【文化スポーツ課】
・シニア講座シルバー大学やその他の講座において障がい者理解を促
進する講座を開催した。また、年齢や音楽のジャンル、障がいの有
無、国籍等を問わず、音楽を通じた多世代交流や地域コミュニティづ
くりにつながる、みんなでつくる音楽祭については、新型コロナウイ
ルス感染症の感染対策のためホームページ上で動画や画像を期間限定
公開したほか、中央公民館視聴覚室にてピアノ演奏のコーナーを設け
た。【公民館】

・障がい者がスポーツに参加できる場作りのため、小平市スポーツ推
進委員会事業としてニュースポーツデーとこだいらボッチャ大会を開
催した。【文化スポーツ課】

事業名 事業内容 担当

計画の方向性
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継
続

充
実

新
規

6 けやき青年教室

軽度の知的障がいのある青年を対象に、レク
リエーション、工作、料理、もちつき大会、
遠足などの活動を通して様々な人との交流や
友達づくりのできる場を提供しています。

公民館 ○

7
障がい者スポー
ツ・レクリエー
ション教室

「東京都多摩障害者スポーツセンター」の指
導のもと、様々なスポーツやレクリエーショ
ンの機会を提供します。

社会福祉協議会
たいよう福祉セ
ンター
あおぞら福祉セ
ンター

○

進捗状況（令和4年度実績）

・軽度の知的障がいのある義務教育終了の青年を対象に、余暇活動の
充実と仲間づくりを目指した学習機会の提供に努めた。

・ショートテニス（知的）は小平特別支援学校にて全３回実施【社会
福祉協議会あおぞら福祉センター】

事業名 事業内容 担当

計画の方向性
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４　雇用・就労の拡大

　（1） 就労支援の充実

継
続

充
実

新
規

1 就労移行支援
一般企業等での就労を希望する65歳未満の障
がいのある人に、一定期間、就労に必要な知
識と能力の向上のための訓練を行います。

障がい者支援課 ○

2 就労定着支援
新たに雇用された事業所での就労の継続を図
るため、事業主等との連絡調整、日常生活を
行う上での課題に関する助言を行います。

障がい者支援課 ○

3
就労継続支援
(A型・B型)

一般企業等での就労が困難な障がいのある人
に働く場を提供するとともに、知識及び能力
の向上のために必要な訓練を行い、就労に向
けた支援を提供します。
就労継続支援Ａ型（雇用型）は、事業所内に
おいて雇用契約に基づき就労機会を提供しま
す。就労継続支援Ｂ型（非雇用型）は、雇用
関係を結ばず、就労の機会や生産活動の機会
を提供します。
これらを通じてＡ型・Ｂ型ともに、必要な知
識・能力が高まった場合には、就労に向けた
支援を提供します。

障がい者支援課 ○

　（2）就労相談、雇用の場と職域の拡大

継
続

充
実

新
規

1
障がい者就労支
援センター

障がいのある人の一般就労を促進するため
に、相談や就労支援等を行い、自立と社会参
加を応援します。また、障がいのある人の雇
用を考えている企業・事業所への支援を行い
ます。

障がい者支援課
障害者就労・生
活支援センター
ほっと

○

2 企業内授産事業

企業などから委託を受けた作業所等がその企
業の中で実施する授産事業を拡大し、働く意
欲のある障がいのある人の、福祉的就労から
一般就労への移行を促進します。

障がい者支援課
障害者就労・生
活支援センター
ほっと

○

進捗状況（令和4年度実績）

・延べ利用者数881人/月。実利用者数54人/月

・実利用者数35人/月

事業名 事業内容 担当

計画の方向性

事業名 事業内容 担当

計画の方向性

・①就労継続支援Ａ型　延べ利用者数687人/月。実利用者数34人/
月。②就労継続支援Ｂ型　延べ利用者数8,006人/月。利用者数488
人/月

進捗状況（令和4年度実績）

・市内企業への訪問開拓を実施した。また障がい者雇用を開始した企
業へ支援を実施した。【ほっと】

・特別養護老人ホームの清掃訓練を実施した。参加実人数32人、年
間実施日数229日【ほっと】
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継
続

充
実

新
規

3
公共機関等での
雇用の促進

市役所をはじめ、市内の公共機関や公的事業
を委託している事業者での雇用の推進を図
り、障がいのある人の働く場所を拡大しま
す。
また、市は雇用者として障がい者雇用を促進
する立場から、障害者雇用促進法に基づく障
がい者雇用の増加を目指します。

職員課
障がい者支援課
関連課
障害者就労・生
活支援センター
ほっと

○

4
職場体験実習の
拡大

市役所において職場体験実習を障がいの特性
に応じて実施し、様々な部署で実施できるよ
うに拡充します。
また、市役所だけでなく、職場体験実習を受
け入れる企業等の開拓を行い、働く体験の機
会と実践的な就労体験の場を増やします。

職員課
障がい者支援課
障害者就労・生
活支援センター
ほっと

○

5
地域開拓・物品
販売実習

地域開拓促進コーディネーターを配置し、一
般企業への働きかけ、意識改革や、障がい者
雇用に取り組む企業等への支援を行っていき
ます。
また、市役所や公共施設等で、市内の障がい
者施設の製品を障がいのある人自らが販売す
る機会を提供することにより、障がいのある
人が働く経験を積むとともに、障がいへの理
解を深めます。

障がい者支援課
障害者就労・生
活支援センター
ほっと

○

6

障がい者就労施
設等からの物
品・役務の調達
方針の推進

市が物品やサービスを調達する際、障がい者
就労施設等から優先的・積極的に購入するこ
とを定めた方針に基づき、市役所からの物
品、役務の発注のさらなる促進に取り組みま
す。

全課
契約検査課
障がい者支援課 ○

事業名 事業内容 担当

計画の方向性

・市業務委託先企業における障がい者雇用の職場定着支援を実施し
た。【ほっと】

・年4回（計20日間）実施。製品販売実習参加実人数29人。4回の
売上合計2,470,840円。【ほっと】

・小平市総合評価方式ガイドラインの「障がい者就労施設等からの調
達の実績」の評価項目として、加点対象としている。実施件数7件。
また、庁内での契約事務説明会や事業者との意見交換会等において、
調達を促している。【契約検査課】

進捗状況（令和4年度実績）

・ふれあい広報ボックスに市報を配布した。市内スーパー21か所、
病院7か所、金融機関8か所、大学6か所、コミュニティバス・コ
ミュニティタクシー4台、全46か所で実施した。【秘書広報課】
・障がい者を対象とした職員採用試験について、令和2年度から身体
障害者に加え、知的障害者及び精神障害者が受験できるよう対象を拡
大し、令和４年度は2回実施した。また、会計年度任用職員において
も、障がい者を対象とした募集を２回実施した。【職員課】
・市業務委託先企業における障がい者雇用の職場定着支援を実施し
た。【ほっと】
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継
続

充
実

新
規

7
障がい者雇用に
関する企業の理
解促進

障がいのある人の雇用拡大について企業に啓
発活動を行い、雇用者側の理解を促進すると
ともに、法定雇用率の達成を促します。

契約検査課
障がい者支援課
障害者就労・生
活支援センター
ほっと

○

8
市内障がい者雇
用企業との連携

市内の障がい者雇用企業と情報交換を行い、
障がいのある人のトライアル雇用等を通じ
て、雇用に結びつけるように連携します。

障がい者支援課
障害者就労・生
活支援センター
ほっと

○

9
ジョブコーチ支
援

ジョブコーチ支援の受け入れを企業に促し、
障がいのある人が職場に適応できるように支
援します。

障がい者支援課
障害者就労・生
活支援センター
ほっと

○

10 農福連携
農業分野と連携し、障がいのある人が関係事
業の働き手として、社会参画を実現するとと
もに、障がい者への理解を促進します。

産業振興課
障がい者支援課

〇

・小平市総合評価方式ガイドラインの「障がい者雇用等の取組」の評
価項目として、3年以上の雇用を条件に、「障害者の雇用の促進等に
関する法律」により義務付けられている事業者は障害者雇用率が2.
６％以上かつ重度身体障害者、知的障害者を雇用していること、その
他の事業者については、重度身体障害者、知的障害者を雇用している
ことを要件とし加点対象としている。実施件数7件。【契約検査課】
・職場訪問時に雇用拡大についての啓発活動を実施した。【ほっと】

事業名 事業内容 担当

計画の方向性

進捗状況（令和4年度実績）

・就労者に対する職場定着支援を実施した。【ほっと】

・職場定着支援を実施：2,574件。東京障害者職業センタージョブ
コーチ活用件数1件。【ほっと】

・障がい福祉の法人が1件の収穫作業を継続実施した。また、継続実
施の状況について、農家、障がい福祉の法人、産業振興課、障がい者
支援課が7月に集まり、情報共有を行った。【障がい者支援課】
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５　広報・啓発活動の推進

　（１） 情報提供の充実

継
続

充
実

新
規

1
市報こだいらへ
の情報掲載

障がい者施策に関する情報やお知らせ等を、
市報こだいらに積極的に掲載していきます。

秘書広報課
障がい者支援課

○

2
市ホームページ
への情報掲載

障がい者施策に関する情報やお知らせ等を、
市のホームページに掲載し、利用しやすい
ホームページを作成していきます。

障がい者支援課 ○

3 出前講座の推進

障がいのある人に関する「出前講座（デリバ
リーこだいら）」のメニューを増やし、市民
の中に入って、障がいのある人への理解を深
めていきます。

障がい者支援課 ○

4
障がい者のしお
り

障がいのある人に福祉制度やサービスの内容
を知らせて広く活用してもらうために、「障
がい者のしおり」を作成し、適宜、市内の障
がいのある人に配付します。

障がい者支援課 ○

5

時宜を得たパン
フレット類の作
成・会報類の配
布

障がい者地域自立生活支援センターひびき、
障がい者就労・生活支援センターほっと、た
いよう福祉センター（障害者福祉セン
ター）、あおぞら福祉センター、地域自立支
援協議会等のパンフレット類や支援団体・当
事者団体等の会報類が手に入りやすい仕組み
をつくります。

障がい者支援課
社会福祉協議会

○

6
ハンディキャッ
プサービスの案
内

図書館を利用することが困難な人に、図書館
の障がい者サービスを利用してもらうため
に、サービスの内容や利用方法を掲載した
「ハンディキャップサービスごあんない」を
作成し、図書館や関係部局に設置、配布しま
す。

図書館 ○

事業名 事業内容 担当

計画の方向性

進捗状況（令和4年度実績）

・月2回年24回市報を発行した。【秘書広報課】
・障がい者施策に関する情報やお知らせ等を58回掲載した。【障が
い者支援課】

・障がい者施策に関する情報やお知らせ等を、市のホームページに
68回掲載した。

・障害福祉サービス、障がいのある方の支援制度（医療・手当等）に
係る出前講座（デリバリーこだいら）を7月、9月、12月に実施し
た。

・障がい者支援課、市民課市民相談担当、東部・西部出張所で配布す
るとともに、愛の手帳の取得者に郵送した。

・パンフレットや会報類の配布を実施した。【社会福祉協議会たいよ
う福祉センター】【社会福祉協議会あおぞら福祉センター】
・ひびき利用案内の公的機関設置を実施した。【社会福祉協議会ひび
き】

・図書館を利用することが困難な人に、図書館の障がい者サービスを
お知らせしたり利用してもらうために、サービスの内容や利用方法を
掲載した「ハンディキャップサービスごあんない」を作成し、図書館
や関係部局に設置、配布した。
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　（２） 相互理解及び啓発活動の推進

継
続

充
実

新
規

1
自発的活動支援
事業

障がいのある人等が自立した日常生活および
社会生活を営むことができるよう、障がい者
等やその家族、地域住民等が自発的に行う活
動を支援します。

障がい者支援課
社会福祉協議会

○

2
障がい者に関わ
るイベントの開
催

たいよう福祉センター（障害者福祉セン
ター）の「センターまつり」、あおぞら福祉
センターの「納涼祭」、「あおぞら作品
展」、障がい者地域自立生活センターひびき
等で市民講座を開催するなど、障がいのある
人もない人も参加できるイベントを通して、
市民の理解と共感を深め、交流の輪を広げま
す。

障がい者支援課
社会福祉協議会

○

3 障がい者作品展

障がいのある人が製作した作品の展示会を開
催し、障がいのある人自らが市内の障がい者
施設の製品の販売を行うなど、市民の理解と
共感を深めます。

障がい者支援課 ○

4 障がい者運動会

障がいのある人の健康づくりと相互交流を目
的として、誰もが楽しめるプログラムを用意
した運動会を開催し、多くの市民の参加を図
ります。

障がい者支援課
文化スポーツ課

○

5
障がい者に関わ
るイベントの後
援

市内企業の主催する「世界障害者絵画展」や
関係団体の主催する「障害者の日のつど
い」、「KODAIRAわいわいバザール」等の
後援により、連携を深めます。

障がい者支援課 ○

6
障がい者作品展
示コーナーでの
啓発

市内の障がい者施設や作業所で製作した作品
や製品を展示して、市民の理解と共感を深
め、販路の拡大を図ります。

障がい者支援課 ○

7
当事者団体・支
援団体との連携

市の関連部署と当事者団体や支援団体との連
携を深め、情報交換や意見交換を盛んにする
ことで、相互理解と情報共有に努めます。

障がい者支援課
図書館

○

事業名 事業内容 担当

計画の方向性

進捗状況（令和4年度実績）

・活動支援に係る施設貸出事業を実施し、60件、506人が利用し
た。【社会福祉協議会たいよう福祉センター】
・活動支援に係る施設貸出事業を実施し、38件、268人が利用し
た。【社会福祉協議会あおぞら福祉センター】

・新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、前年度に引き続き中止
した。【社会福祉協議会たいよう福祉センター】
・新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、前年度に引き続き中止
した。【社会福祉協議会あおぞら福祉センター】

・11・12月に中央公民館、市役所ロビーにて実施。22団体が出展
し、入場者は438人。

・新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、令和4年度は中止し
た。【障がい者支援課】

・後援6件実施。

・本庁舎1階に展示ケースを置き、障がい者施設等の作品を展示し
た。

障がい者、社会福祉協議会、ボランティア団体、小平図書館友の会等
と「ハンディキャップサービス交流会」を開催し、意見交換を行った
（年1回）。【図書館】
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継
続

充
実

新
規

8
理解促進研修・
啓発事業

地域住民を対象に、障がいのある人への理解
を深めるための研修・啓発を行います。

障がい者支援課 ○

9
生涯学習での福
祉教育

市民の障がいへの正しい理解を図るために、
生涯学習での福祉教育を推進します。

地域学習支援課
公民館

○

10
障害者週間等に
合わせた広報・
啓発活動

障がいへの理解を深めるために、「発達障害
啓発週間」(４月２日～８日)、「障害者雇用促
進月間」(９月) 、「障害者週間」
(１２月３日～９日)等のスケジュールに合わせ
て広報・啓発活動を実施します。

障がい者支援課
図書館

○

・「障害者週間」に合わせ、障がい福祉の仕事に係る啓発活動及び人
材のマッチングを目的とした「集まれ！障がい福祉のしごとinこだい
ら」のイベントを実施した。また、障がい福祉の仕事に係る啓発とし
て、中央図書館にて展示を行った。【障がい者支援課】
・「障害者週間」に合わせ、全館（分室を除く）で障がい者対象の図
書館資料や機器の展示を行った。【図書館】
・中央図書館の展示コーナーで発達障がいに関する図書の展示・貸出
のほか、ペアレントメンター事業や白梅学園大学小平市連携療育事
業、児童発達支援事業所、児童発達支援センターの紹介等の展示を
行った。【図書館・障がい者支援課】

事業名 事業内容 担当

計画の方向性

精神障がい者の理解促進を目的に発達障がい者のドキュメンタリー映
画の上映を実施した。【障がい者支援課】

・特別な支援を必要とする児童・生徒のサポートなどに関連した、ボ
ランティア等の養成講座を実施した。【地域学習支援課】
・シニア講座シルバー大学やその他の講座において障がい者理解を促
進する講座を開催した。【公民館】

進捗状況（令和4年度実績）
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継
続

充
実

新
規

11 市職員への啓発

地域での障がいへの理解を深めるために、庁
内グループウェア（職員が情報共有するため
の電子掲示板）の活用や啓発講座の開催等に
より、市職員の意識の啓発に努めます。

職員課
障がい者支援課

○

　（３） 情報バリアフリー化の推進

継
続

充
実

新
規

1
市ホームページ
のバリアフリー
化

文字サイズ、画面の色を簡単に操作できるよ
うにし、活字文書読み上げソフトへの対応や
色覚障がい者への配慮等を行うなど、障がい
のある人の様々なニーズをとらえ、市ホーム
ページのさらなるバリアフリー化を推進しま
す。

秘書広報課
障がい者支援課
図書館

○

2
視覚障がい者の
ための情報サー
ビス

視覚障がい者が円滑に情報を得られるよう
に、録音図書・点字図書の貸出や、点訳や対
面朗読等のサービス提供、市報こだいらや議
会報等の内容についてＣＤＲ・カセット
テープによる音声版を作成し、閲覧・貸出し
ます。
また、障がい者地域自立生活支援センターひ
びきに点字プリンターを設置し、市の窓口等
にも活字文書読み上げ装置を設置するなど、
視覚障がい者が円滑に情報を得られるように
幅広い利用の促進を図ります。

議会事務局
秘書広報課
障がい者支援課
図書館
社会福祉協議会

○

進捗状況（令和4年度実績）

・障がい者・高齢者疑似体験等の職員研修を実施した。【職員課】

進捗状況（令和4年度実績）

事業名 事業内容 担当

計画の方向性

・ホームページ上に市報内容を音声で読み上げる「市報音声版」を設
置するなど、ホームページのバリアフリー化を促進した。【秘書広報
課】
・図書館のホームページに、各種目録、ランキングの音声版を掲載し
た。【図書館】

・音声広報（カセット・CD・デイジー)月2回約27人に718本発送
した。【秘書広報課】
・「音声市議会だより」を延べ104本（4回）作成した。1回につき
約24人に送付した。【議会事務局】
・障がい者のしおりのテキスト版をホームページに掲載した。【障が
い者支援課】
・視覚障がい者のために、社協だより、こふくだより、絵本等の点訳
を実施した。【社会福祉協議会】
・録音・点字図書等を貸し出した。（711タイトル）【図書館】

事業名 事業内容 担当

計画の方向性
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継
続

充
実

新
規

3

市役所の窓口等
での待合時の聴
覚障がい者向け
呼び出し装置の
貸出し

聴覚障がいのある人に、市役所の窓口等での
待合時に、呼出し装置の貸出しを庁舎受付で
行います。

総務課 ○

4
障がい者への配
慮した広報等の
提供

行政から提供される広報誌等について、知的
障がい者・精神障がい者等にも理解しやすい
よう、表現を分かりやすく工夫し、難しい文
字にルビを入れる等の配慮に努めます。

障がい者支援課
図書館

○

5
障がい者向けの
パソコン講習会
の開催

障がいのある人がそれぞれの障がいの状況に
応じてパソコンを活用し、情報・コミュニ
ケーション手段として利用できるように、使
い方や活用方法等を学ぶ講習会を開催する団
体への支援を行います。

障がい者支援課
地域生活支援セ
ンターあさやけ

○

　（４） コミュニケーション支援の推進

継
続

充
実

新
規

1
手話通訳者の派
遣

障がいのために意思疎通を図ることに支障が
ある人に、手話通訳者を派遣します。

障がい者支援課 ○

2
要約筆記者の派
遣

障がいのために意思疎通を図ることに支障が
ある人に、要約筆記者を派遣します。

障がい者支援課 ○

3
手話通訳者の配
置

障がいのために意思疎通を図ることに支障が
ある人のために、市役所庁舎１階に手話通訳
者を配置します。

障がい者支援課 ○

進捗状況（令和4年度実績）

事業名 事業内容 担当

計画の方向性

事業名 事業内容 担当

計画の方向性

・庁舎1階総合受付での無線・振動呼出器の貸出を継続実施した。
【総務課】

・図書館のハンディキャップサービスの案内冊子「ハンディキャップ
サービスごあんない（ルビや大きな文字を使用）｣を配布した。【図
書館】

・初めてパソコンを使いたいという方には、職員だけではなく、利用
者同士をつなぎ、利用者同士が気軽に教え合えるよう配慮した。
スマホの使い方では、詐欺メールやマイナポイントの取得支援、ワク
チン予約支援等を行った。
限定した対象にはなるが、コロナ禍の外出不安への対処や緊急時の自
己発信の手段の練習としてオンライン面談を行った。
【地域生活支援センターあさやけ】

進捗状況（令和4年度実績）

・聴覚障がい者と聴者との意思疎通を円滑にするため、手話通訳者を
派遣した。手話通訳者延べ611回派遣

・聴覚障がい者と聴者との意思疎通を円滑にするため、要約筆記者を
派遣した。要約筆記者延べ22回派遣

・月2回、健康福祉事務センター１階へ手話通訳者の配置を行った。
※平成27年度より市役所庁舎１階から場所を変更
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継
続

充
実

新
規

4

講演会・講座等
への手話通訳
者・要約筆記者
の配置の推進

市で実施する講演会や講座への手話通訳者や
要約筆記者の配置を促し、障がいのある人の
社会参加を進めます。

障がい者支援課 ○

5
点訳・音訳等の
支援事業

ボランティアセンターやボランティアサーク
ル等と協働・連携して、点訳・音訳等支援事
業を推進します。

障がい者支援課
図書館

○

　（５） ボランティア活動への支援とボランティアの養成

継
続

充
実

新
規

1
ボランティアセ
ンターの運営

ボランティアセンターを運営し、ボランティ
アに関する相談や情報提供、講座・研修の開
催、市民活動団体への支援等を実施します。

社会福祉協議会 ○

2
ボランティアの
養成

社会福祉協議会のボランティアセンターや地
域生活支援センターあさやけの地域活動支援
センター事業等において、ボランティアの養
成に努めます。

障がい者支援課
図書館
社会福祉協議会

○

3
手話通訳者養成
講習会

手話通訳者を養成するための講座を開催しま
す。通訳クラス受講者で登録試験の合格者に
は、市の登録手話通訳者として事業に協力し
てもらいます。

障がい者支援課 ○

4
ボランティア団
体との協働の推
進

障がいのある人の自立の支援に積極的な活動
を展開している市内のＮＰＯ法人やボラン
ティア団体との協働を進めます。

障がい者支援課
図書館

○

計画の方向性

事業名 事業内容 担当

計画の方向性

事業名 事業内容 担当

・音訳ボランティアに対し、音訳者講習を実施した。【図書館】
・ボランティアセンター、及び東西ボランティアコーナーにて、ボラ
ンティア講座を実施した。【社会福祉協議会】

・中級、上級、通訳者講座、各クラス35回実施。

・障がいのある子どものいる市内のグループに布の絵本・布の遊具の
貸出を行った。【図書館】

進捗状況（令和4年度実績）

・令和４年10月に各課に対して市のイベント等に係る手話通訳者等
の積極的な活用について周知した。また、市制施行60周年等のイベ
ントにおいて手話通訳者の配置を行った。

・ボランティアサークルに点字文書や点字シールを作成してもらっ
た。【障がい者支援課】
・図書館が選んだ絵本の点訳作業をボランティアセンターを通じて点
訳サークルのボランティアに行ってもらった。【図書館】

進捗状況（令和4年度実績）

・第2・4土曜日も開所し、幅広くボランティアの相談・養成を実施
した。
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　1 　成果目標

30年度 令和元年度 2年度 ３年度 ４年度 ５年度

計画 - - 11 - - 9

実績 2（2） 2（0） 2（0） 2（2） 4（2） (  )内：移行者数（単年度）

計画 112 111 110 - - 107

実績 112 113 108 105 108

計画

実績 検討 検討 設置 検討 検討

計画 整備・充実 整備・充実 整備・充実

実績 検討 検討 検討 整備済・未実施 整備済・未実施

※１　第六期計画の対象者：令和元年度末時点の入所者113人

　　　第五期計画の対象者：平成28年度末時点の入所者113人

※ 成果目標（次ページへ続きます）

地 域 生 活 支 援
拠 点 等 の 整 備

施設数
（箇所）

令和2年度末までに整備を目指す

入所施設の入所者数
の 削 減

施設入所者数

精神障がいにも対応
し た 地 域 包 括 ケ ア
シ ス テ ム の 構 築

保健・医療・福
祉関係者による
協議の場の設置

令和２年度末までに協議の場の設置
を目指す

切れ目のない支援と地域づくりを目指す

　以下に掲げた成果目標と障害福祉サービス等の見込み量については、計画策定時（平成29年度及び令和2年度）に、国
が示した基本指針等に基づき設定しています。

第六期小平市障害福祉計画・第二期小平市障害児福祉計画書
105ページ～116ページ

≪ 第 五 期 ≫ ≪ 第 六 期 ≫

成果目標

入所施設の入所者の
地 域 生 活 へ の 移 行

移行者数
累計

（人）※１
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30年度 令和元年度 2年度 ３年度 ４年度 ５年度

計画 - - 30 - - 37

実績 18 29 24 25 26

計画 - - - - - 26

実績 - - - 17 21

計画 - - - - - 1

実績 - - - 2 0

計画 - - - - - 10

実績 - - - 6 4

計画 - - - - - 70%

実績 - - - 50% 62.5%

計画 - - - - - 70%

実績 - - - 100% 100%

※ 成果目標（次ページへ続きます）

就労定着率８割以
上の就労定着支援
事 業 所

年間
事業所の割合

令和５年度において就労定着支
援事業所のうち、就労定着率が
８割以上の事業所

令和元年度において福祉施設を退所し、
一般就労した人数（29人）のうち、就
労継続援支援Ａ型事業を通じて一般就労
した人数１人×1.26

就労継続支援Ｂ型
か ら の 一 般 就 労

年間
移行者数
（人）

令和元年度において福祉施設を退所し、
一般就労した人数（29人）のうち、就
労継続支援Ｂ型事業を通じて一般就労し
た人数８人×1.23

就労定着支援事業
の 利 用 率

年間
移行者数
（人）

令和５年度において一般就労に
移行する者のうち、就労定着支
援事業の利用率

国の基本指針

就
労
移
行

福 祉 施 設 か ら
一般就労への移行

年間
移行者数
（人）

令和５年度において福祉施設を退所し、一般
就労すると見込まれる人数。令和元年度に福
祉施設を退所し、一般就労した人数29人×
1.27

就労移行支援事業
か ら の 一 般 就 労

年間
移行者数
（人）

令和元年度において福祉施設を退所し、
一般就労した人数（29人）のうち、就
労移行支援事業を通じて一般就労した人
数20人×1.30

就労継続支援Ａ型
か ら の 一 般 就 労

年間
移行者数
（人）

≪ 第 五 期 ≫ ≪ 第 六 期 ≫
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30年度 令和元年度 2年度 ３年度 ４年度 ５年度

計画 - - 1 - - 設置

実績 検討 検討 検討 開設準備 設置

計画

実績 0 0 0 検討 実施

計画 - - 1 - - 増設

実績 1(0)
※平成29年度

1(0) 2(1) 2（0） 2(1) (　)内：単年度

計画 - - 1 - - 増設

実績 1(0)
※平成29年度

2(1) 3(1) 3(0) 3(0) (　)内：単年度

計画 - -
①構築

②設置検討

実績 検討
（設置準備）

設置 設置
①検討
②検討

①検討
②検討

計画 - - - 勧奨 勧奨 勧奨

実績 - - - 勧奨 勧奨

計画 - - - 活用 活用 活用

実績 - - - 活用 活用

計画 - - - 有 有 有

実績 - - - 有 有

計画 - - - 有 有 有

実績 - - - 有 有

計画 - - - 有 有 有

実績 - - - 有 有

指導監査結果の関係市
町村との共有

共有の有無

相
談
支
援
体
制
の

充
実
・
強
化
等

総合的・専門的な
相談支援

指定特定相談支
援事業所等の設

置

地域の相談支援体
制の強化

相談支援ワーキ
ングの活用

障
が
い
福
祉
サ
ー

ビ
ス
等
の
質
の
向
上

障がい福祉サービス等
に係る各種研修の活用

活用の有無

障害者自立支援審査支
払等システムによる

審査結果の共有
共有の有無

重症心身障がい児
を支援する児童発
達支援事業所及び
放課後等デイサー
ビス事業所の確保

児童発達支援
設置箇所数

放課後等デイ
サービス
設置箇所数

医療的ケア児支援
のための関係機関
の協議の場の設置

①災害時の支援
　体制の構築

②医療的ケア児
　コーディネー
　ター配置検討

平成30年度末までに協議の場の設置

≪ 第 五 期 ≫ ≪ 第 六 期 ≫

成果目標

障
が
い
児
支
援
の
提
供
体
制
の
整
備

児 童 発 達 支 援
セ ン タ ー の 設 置

設置箇所数

保 育 所 等 訪 問
支 援 の 充 実

設置箇所数
令和2年度末までに整備を目指す 利用しやすい体制の構築
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２　指定障害福祉サービスの見込み量と実績

 （１）訪問系サービスの見込み量と実績

30年度 令和元年度 2年度 ３年度 ４年度 ５年度 ３年度 ４年度 ５年度

計画 12,486 12,744 13,009 16,289 16,487 16,684 ― ― ―

実績 13,344.25 15,006.75 15,663.25 17,353.50 18,426.50 106.5% 111.8% 0.0%

計画 278 284 290 296 299 302 ― ― ―

実績 286 273 281 296 321 100.0% 107.4% 0.0%

訪問系サービスの見込み量の事業別内訳　≪参考≫

30年度 令和元年度 2年度 ３年度 ４年度 ５年度 ３年度 ４年度 ５年度

1 計画 2,906 2,984 3,065 3,116 3,167 3,218 ― ― ―

実績 2,923.25 2,886.25 3,115.25 3,153.50 3,217.50 101.2% 101.6% 0.0%

実利用者数
（人/月）

実績 160 153 154 159 162 ― ― ―

2 計画 7,785 7,940 8,099 11,307 11,433 11,558 ― ― ―

実績 8591.00 10888.50 11060.00 12661.00 13138.50 112.0% 114.9% 0.0%

実利用者数
（人/月）

実績 23 26 28 32 31 ― ― ―

3 計画 763 778 793 812 831 850 ― ― ―

実績 789.00 483.00 606.50 633.50 753.50 78.0% 90.7% 0.0%

実利用者数
（人/月）

実績 36 36 33 40 42 ― ― ―

4 計画 1,032 1,042 1,052 1,054 1,056 1,058 ― ― ―

実績 1041.00 749.00 881.50 905.50 1317.00 85.9% 124.7% 0.0%

実利用者数
（人/月）

実績 67 58 66 65 86 ― ― ―

5 計画 0 0 0 0 0 0 ― ― ―

実績 0 0 0 0 0 ― ― ―

実利用者数
（人/月）

実績 0 0 0 0 0 ― ― ―

同行援護

延べ時間数
（時間/月）

行動援護

延べ時間数
（時間/月）

重度障害者等
包括支援

延べ時間数
（時間/月）

≪ 第 六 期 ≫

毎年3月実績

居宅介護

延べ時間数
（時間/月）

重度訪問介護

延べ時間数
（時間/月）

毎年３月実績

訪問系サービス

延べ時間数
（時間/月）

実利用者数
（人/月）

≪ 第 五 期 ≫

第六期小平市障害福祉計画・第二期小平市障害児福祉計画書
119ページ～127ページ

≪ 第 五 期 ≫ ≪ 第 六 期 ≫ 【 計 画 比 】
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 （２）日中活動系サービスの見込み量と実績

30年度 令和元年度 2年度 ３年度 ４年度 ５年度 ３年度 ４年度 ５年度

計画 6,856 7,020 7,189 7,321 7,438 7,557 ― ― ―

実績 7,092 7,206 8,093 7,788 7,926 106.4% 106.6% 0.0%

計画 369 380 392 410 422 434 ― ― ―

実績 404 398 395 401 401 97.8% 95.0% 0.0%

計画 116 117 117 148 163 179 ― ― ―

自立訓練 実績 107 135 72 49 21 33.1% 12.9% 0.0%

機能訓練 計画 14 14 14 15 15 15 ― ― ―

実績 14 13 7 5 2 33.3% 13.3% 0.0%

計画 261 264 267 212 217 222 ― ― ―

自立訓練 実績 230 184 215 323 524 152.4% 241.5% 0.0%

生活訓練 計画 12 12 12 12 12 12 ― ― ―

実績 13 11 14 20 28 166.7% 233.3% 0.0%

計画 547 581 616 933 1,051 1,183 ― ― ―

実績 826 831 856 822 881 88.1% 83.8% 0.0%

計画 32 34 36 61 69 78 ― ― ―

実績 55 52 46 46 54 75.4% 78.3% 0.0%

計画 546 551 557 526 537 548 ― ― ―

就労継続支援 実績 434 543 622 603 687 114.6% 127.9% 0.0%

Ａ型 計画 29 29 29 29 29 29 ― ― ―

実績 25 29 33 32 34 110.3% 117.2% 0.0%

計画 7,575 7,727 7,882 7,157 7,450 7,755 ― ― ―

就労継続支援 実績 6,860 6,890 7,943 7,899 8,006 110.4% 107.5% 0.0%

Ｂ型 計画 448 457 466 455 459 463 ― ― ―

実績 444 451 477 487 488 107.0% 106.3% 0.0%

計画 10 15 20 32 34 36 ― ― ―

実績 20 21 34 40 35 125.0% 102.9% 0.0%

計画 35 35 35 42 42 42 ― ― ―

実績 36 40 41 39 39 92.9% 92.9% 0.0%

※ 日中活動系サービスの見込み量と実績（次ページへ続きます）

療養介護 実利用者数
（人/月）

延べ利用者数
（人/月）

実利用者数
（人/月）

延べ利用者数
（人/月）

実利用者数
（人/月）

就労定着支援 実利用者数
（人/月）

実利用者数
（人/月）

延べ利用者数
（人/月）

実利用者数
（人/月）（宿泊型自立訓練含む）

就労移行支援

延べ利用者数
（人/月）

実利用者数
（人/月）

≪ 第 五 期 ≫ ≪ 第 六 期 ≫ 【 計 画 比 】

毎年３月実績

生活介護

延べ利用者数
（人/月）

実利用者数
（人/月）

延べ利用者数
（人/月）
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 （２）日中活動系サービスの見込み量と実績（続き）

30年度 令和元年度 2年度 ３年度 ４年度 ５年度 ３年度 ４年度 ５年度

計画 515 525 536 498 507 517 ― ― ―

実績 489 380 401 529 463 106.2% 91.3% 0.0%

計画 126 129 131 122 125 128 ― ― ―

実績 119 77 95 89 98 73.0% 78.4% 0.0%

計画 309 314 320 298 303 308 ― ― ―

実績 293 242 148 117 157 39.3% 51.8% 0.0%

計画 33 33 34 35 35 35 ― ― ―

実績 35 33 34 21 30 60.0% 85.7% 0.0%

計画 824 839 856 796 810 825 ― ― ―

実績 782 622 549 646 620 81.2% 76.5% 0.0%

計画 159 162 165 157 160 163 ― ― ―

実績 154 110 129 110 128 70.1% 80.0% 0.0%

 （３）居住系サービスの見込み量と実績

30年度 令和元年度 2年度 ３年度 ４年度 ５年度 ３年度 ４年度 ５年度

計画 5 8 10 5 6 7 ― ― ―

実績 5 3 2 5 2 100.0% 33.3% 0.0%

計画 182 189 195 219 231 244 ― ― ―

共同生活援助 実績 196 207 205 242 270 110.5% 116.9% 0.0%

計画 28 29 30 32 33 34 ― ― ―

実績 28 29 32 36 41 112.5% 124.2% 0.0%

計画 112 111 110 109 108 107 ― ― ―

実績 112 113 107 105 100 96.3% 92.6% 0.0%

実利用者数
（人/月）

【 計 画 比 】

毎年３月実績

居
住
系
サ
ー
ビ
ス

自立生活援助 実利用者数
（人/月）

実利用者数
（人/月）

 （グループ
　　ホーム）

施設数
（箇所）

施設入所支援

合計

①＋②

延べ利用者数
（人/月）

実利用者数
（人/月）

≪ 第 五 期 ≫ ≪ 第 六 期 ≫

日
中
活
動
系
サ
ー
ビ
ス

短期入所（ショートステイ）

① 福祉型

延べ利用者数
（人/月）

実利用者数
（人/月）

② 医療型

延べ利用者数
（人/月）

実利用者数
（人/月）

≪ 第 五 期 ≫ ≪ 第 六 期 ≫ 【 計 画 比 】

毎年３月実績
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３　相談支援の見込み量と実績

30年度 令和元年度 2年度 ３年度 ４年度 ５年度 ３年度 ４年度 ５年度

計画 156 158 160 231 249 269 ― ― ―

※月平均 実績 181.4 197.8 274.1 270.8 266.3 117.2% 106.9% 0.0%

計画 4 4 4 2 2 2 ― ― ―

※月平均 実績 1 1 1 1 1 50.0% 50.0% 0.0%

計画 12 12 12 14 14 14 ― ― ―

※月平均 実績 6 10 7 4 12 28.6% 85.7% 0.0%

※計画相談支援：モニタリングを含む

４　児童福祉法による障害児通所支援・障害児相談支援の見込み量と実績

30年度 令和元年度 2年度 ３年度 ４年度 ５年度 ３年度 ４年度 ５年度

計画 975 994 1,013 948 966 984 ― ― ―

実績 880 979 1,288 1,506 1,627 158.9% 168.4% 0.0%

計画 89 91 93 135 151 169 ― ― ―

実績 101 121 137 193 191 143.0% 126.5% 0.0%

計画 31 31 31 9 9 9 ― ― ―

実績 4 10 11 22 20 244.4% 222.2% 0.0%

計画 3 3 3 3 3 3 ― ― ―

実績 1 2 2 2 3 66.7% 100.0% 0.0%

計画 2,850 2,907 2,965 3,286 3,352 3,419 ― ― ―

実績 3,165 3,278 3,720 3,781 3,926 115.1% 117.1% 0.0%

計画 222 226 230 284 289 294 ― ― ―

実績 276 281 298 322 349 113.4% 120.8% 0.0%

計画 4 4 4 7 10 10 ― ― ―

実績 8 6 10 25 28 357.1% 280.0% 0.0%

計画 2 2 2 2 3 3 ― ― ―

実績 1 2 5 13 15 650.0% 500.0% 0.0%

※ 児童福祉法による障害児通所支援・障害児相談支援の見込み量と実績（次ページへ続きます）

保育所等訪問支援

延べ利用者数
（人/月）

実利用者数
（人/月）

医療型児童発達支援

延べ利用者数
（人/月）

実利用者数
（人/月）

放課後等デイサービ
ス

延べ利用者数
（人/月）

実利用者数
（人/月）

第六期小平市障害福祉計画・第二期小平市障害児福祉計画書
130ページ～133ページ

≪ 第 五 期 ≫ ≪ 第 六 期 ≫ 【 計 画 比 】

毎年3月実績

児童発達支援

延べ利用者数
（人/月）

実利用者数
（人/月）

計画相談支援 実利用者数
（人/月）

地域移行支援 実利用者数
（人/月）

地域定着支援 実利用者数
（人/月）

第六期小平市障害福祉計画・第二期小平市障害児福祉計画書
128ページ～129ページ

≪ 第 五 期 ≫ ≪ 第 六 期 ≫ 【 計 画 比 】
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４　児童福祉法による障害児通所支援・障害児相談支援の見込み量と実績（続き）

30年度 令和元年度 2年度 ３年度 ４年度 ５年度 ３年度 ４年度 ５年度

計画 2 2 2 2 2 2 ― ― ―

実績 0 0 1 8 5 400.0% 250.0% 0.0%

計画 1 1 1 1 1 1 ― ― ―

実績 0 0 1 2 2 200.0% 200.0% 0.0%

障害児相談支援 計画 19 20 21 26 28 31 ― ― ―

※月平均 実績 29.6 23.6 24.3 28.8 30.1 110.8% 107.5% 0.0%

５　地域生活支援事業の見込み量と実績

 （１）必須事業

30年度 令和元年度 2年度 ３年度 ４年度 ５年度 ３年度 ４年度 ５年度

計画 有 有 有 有 有 有 ― ― ―

実績 有 有 無 無 有 ― ― ―

自発的活動支援事業 計画 検討 有 有 有 有 有 ― ― ―

実績 ― 無 無 無 無 ― ― ―

相談支援事業

計画 4 4 4 4 4 4 ― ― ―

実績 4 4 4 4 4 100.0% 100.0% 0.0%

計画 2 2 2 2 2 2 ― ― ―

実績 2 2 2 2 2 100.0% 100.0% 0.0%

計画 有 有 有 有 有 有 ― ― ―

実績 有 有 有 有 有 ― ― ―

計画 5 5 5 6 6 6 ― ― ―

実績 6 7 7 7 12 116.7% 200.0% 0.0%

計画 検討 検討 有 検討 検討 検討 ― ― ―

実績 ― ― ― 1 ― ― ― ―

※１ 法人後見：地域生活支援事業としては実施していないが、東京都の地域福祉推進区市町村包括補助事業として実施している。

※ （１）必須事業（次ページへ続きます）

成年後見制度法人後
見支援事業　　　※１

実施の有無
（回数）

基幹相談支援セン
ター等機能強化事
業

設置箇所数

住宅入居等支援事
業（居住支援の推
進事業）

実施の有無

成年後見制度利用支
援事業

利用者数
（人/年）

実施の有無
（回数）

障害者相談支援事
業

設置箇所数

≪ 第 五 期 ≫ ≪ 第 六 期 ≫ 【 計 画 比 】

理解促進研修・啓発
事業

実施の有無
（回数）

毎年3月実績

居宅訪問型児童発達
支援

延べ利用者数
（人/月）

実利用者数
（人/月）

利用者数
（人/月）

第六期小平市障害福祉計画・第二期小平市障害児福祉計画書
134ページ～140ページ

≪ 第 五 期 ≫ ≪ 第 六 期 ≫ 【 計 画 比 】
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 （１）必須事業（前ページ続き）

30年度 令和元年度 2年度 ３年度 ４年度 ５年度 ３年度 ４年度 ５年度

意思疎通支援事業

計画 486 488 490 419 419 419 ― ― ―

実績 400 369 336 539 611 128.6% 145.8% 0.0%

計画 7 8 9 25 25 25 ― ― ―

実績 30 22 27 27 22 108.0% 88.0% 0.0%

日常生活用具給付等事業

計画 30 31 32 29 31 33 ― ― ―

実績 23 28 24 17 39 58.6% 125.8% 0.0%

計画 42 44 46 37 41 45 ― ― ―

実績 35 23 33 18 32 48.6% 78.0% 0.0%

計画 47 50 53 37 42 47 ― ― ―

実績 26 27 40 30 28 81.1% 66.7% 0.0%

計画 47 48 49 31 32 33 ― ― ―

実績 27 18 31 33 30 106.5% 93.8% 0.0%

計画 2,182 2,186 2,190 2,062 2,070 2,078 ― ― ―

実績 2,020 1,900 1,874 2,172 2,127 105.3% 102.8% 0.0%

計画 20 20 20 20 20 20 ― ― ―

実績 15 25 20 16 20 80.0% 100.0% 0.0%

計画 42 42 42 41 41 41 ― ― ―

実績 43 41 0 0 24 0.0% 58.5% 0.0%

※ （１）必須事業（次ページへ続きます）

手話奉仕員養成研修
事業

養成講習
修了者数
（人/年）

介護訓練支援用具

給付件数
（件/年）

自立生活支援用具

在宅療養等支援用
具

情報・意思疎通支
援用具

排泄管理支援用具

居宅生活動作補助
用具（住宅設備改
善費）

手話通訳者派遣事
業 派遣回数

（回/年）要約筆記者派遣事
業

≪ 第 五 期 ≫ ≪ 第 六 期 ≫ 【 計 画 比 】
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 （１）必須事業（前ページ続き）

30年度 令和元年度 2年度 ３年度 ４年度 ５年度 ３年度 ４年度 ５年度

移動支援事業

計画 54 56 58 52 54 57 ― ― ―

実績 48 55 46 49 45 94.2% 83.3% 0.0%

計画 179 183 187 182 188 193 ― ― ―

実績 184 182 123 137 162 75.3% 86.2% 0.0%

計画 1,988 2,028 2,069 2,019 2,106 2,197 ― ― ―

実績 2,051 2,038 1,188 1,375 1,582 68.1% 75.1% 0.0%

計画 105 105 105 105 106 106 ― ― ―

実績 105 106 104 100 93 95.2% 87.7% 0.0%

地域活動支援センター

計画 2 2 2 2 2 2 ― ― ―

実績 2 2 2 2 2 100.0% 100.0% 0.0%

計画 129 132 135 111 111 111 ― ― ―

実績 113 100 51 99 118 89.2% 106.3% 0.0%

計画 2 2 2 2 2 2 ― ― ―

実績 2 2 2 2 2 100.0% 100.0% 0.0%

※１　個別移動の計画値：実際に利用された事業所数

 （２）任意事業

30年度 令和元年度 2年度 ３年度 ４年度 ５年度 ３年度 ４年度 ５年度

利用回数 計画 1,088 1,099 1,110 1,090 1,095 1,100 ― ― ―

（回/年） 実績 1,054 1,039 1,114 1,079 1,047 99.0% 95.6% 0.0%

計画 49 51 53 54 55 56 ― ― ―

実績 47 52 48 27 48 50.0% 87.3% 0.0%

計画 88 92 95 103 107 111 ― ― ―

実績 89 99 91 62 72 60.2% 67.3% 0.0%

利用件数 計画 1 1 1 2 2 2 ― ― ―

（人/年） 実績 4 1 4 0 0 0.0% 0.0% 0.0%

※ （２）任意事業（次ページへ続きます）

訪問入浴サービス

日中一時支援事業

　※毎年３月実績

利用者数
（人/月）

延べ利用者数
（日/月）

自動車運転免許取得
費補助事業

機能強化事業 実施箇所数

≪ 第 五 期 ≫ ≪ 第 六 期 ≫ 【 計 画 比 】

車両移送
　　　※月平均

利用者数
（人/月）

基礎的事業

　※毎年３月実績

実施箇所数

利用者数
（人/月）

個別移動

　※利用者数・
　　 時間数：月平均

利用箇所数
※1

利用者数
（人/月）

利用時間数
（時間/月）

≪ 第 五 期 ≫ ≪ 第 六 期 ≫ 【 計 画 比 】
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 （２）任意事業（前ページ続き）

30年度 令和元年度 2年度 ３年度 ４年度 ５年度 ３年度 ４年度 ５年度

利用件数 計画 1 1 1 2 2 2 ― ― ―

（人/年） 実績 1 3 3 2 2 100.0% 100.0% 0.0%

計画 実施 実施 実施 実施 実施 実施 ― ― ―

実績 実施 実施 実施 実施 実施 ― ― ―

参加者数 計画 382 386 390 405 417 429 ― ― ―

（人/年） 実績 351 393 中止 中止 中止 ― ― 0.0%

計画 582 588 594 340 350 360 ― ― ―

実績 400 329 301 228 218 67.1% 62.3% 0.0%

計画 820 828 836 1,002 1,012 1,022 ― ― ―

実績 986 1,042 393 333 438 33.2% 43.3% 0.0%

開催回数 計画 10 10 10 0 10 10 ― ― ―

（回/年） 実績 10 9 中止 中止 3 ― 30.0% 0.0%

参加者数 計画 134(48) 137(49) 140(50) 0 235(52) 235(52) ― ― ―

（人/年） 実績 117(36) 214(47) 中止 中止 78(2) ― 33.2% 0.0%

※ （ ）はボランティアの人数

６　地域福祉推進事業の見込み量と実績

30年度 令和元年度 2年度 ３年度 ４年度 ５年度 ３年度 ４年度 ５年度

就労支援事業

登録者数 計画 438 442 446 660 700 750 ― ― ―

（人/年） 実績 565 613 614 625 629 94.7% 89.9% 0.0%

就労移行者数 計画 60 60 60 50 50 50 ― ― ―

（人/年） 実績 54 51 22 42 18 84.0% 36.0% 0.0%

就労定着率 計画 85 85 85 85 85 85 ― ― ―

※1 （％） 実績 89 85 86 91 75 107.1% 88.2% 0.0%

※ ６　地域福祉推進事業の見込み量と実績（次ページへ続きます）

就労・生活支援
センター ほっと

第六期小平市障害福祉計画・第二期小平市障害児福祉計画書
141ページ～142ページ

≪ 第 五 期 ≫ ≪ 第 六 期 ≫ 【 計 画 比 】

社
会
参
加
支
援
事
業

障がい者運動会

障がい者作品展

出品作品数

入場者数

障がい者スポー
ツ・レクリエー
ション教室

≪ 第 六 期 ≫ 【 計 画 比 】

自動車改造費補助事
業

点字・声の広報等発
行事業

—

≪ 第 五 期 ≫
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 ６　地域福祉推進事業の見込み量と実績（前ページの続き）

30年度 令和元年度 2年度 ３年度 ４年度 ５年度 ３年度 ４年度 ５年度

就労支援事業

実施日数 計画 110 115 120 128 128 128 ― ― ―

（日/年） 実績 115 157 108 201 142 157.0% 110.9% 0.0%

参加者数 計画 55 60 65 61 61 61 ― ― ―

（人/年） 実績 45 52 55 67 68 109.8% 111.5% 0.0%

実施日数 計画 20 20 20 20 20 20 ― ― ―

（日/年） 実績 20 15 10 10 20 50.0% 100.0% 0.0%

参加者数 計画 60 60 60 37 37 37 ― ― ―

（人/年） 実績 29 26 29 17 29 45.9% 78.4% 0.0%

売上金額 計画 150万円 150万円 150万円 150万円 150万円 150万円 ― ― ―

（円/年） 実績 1,537,860 1,052,560 994,530 1,157,470 2,470,840 77.2% 164.7% 0.0%

実施箇所数 計画 3 3 3 3 3 3 ― ― ―

（箇所/年） 実績 3 3 3 2 3 66.7% 100.0% 0.0%

参加者数 計画 160 160 160 135 135 135 ― ― ―

（人/年） 実績 129 133 129 96 130 71.1% 96.3% 0.0%

※１ 就労定着率（職場定着率）

区市町村障害者就労支援事業利用による

支援開始1年後の職場定着率

※ ６　地域福祉推進事業の見込み量と実績（次ページへ続きます）

働
く
場
・
訓
練
の
場
の
拡
大

市役所職場
体験実習

公共機関での
施設製品販売

緑の創出推進
事業

≪ 第 五 期 ≫ ≪ 第 六 期 ≫ 【 計 画 比 】
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６　地域福祉推進事業の見込み量と実績（前ページの続き）

30年度 令和元年度 2年度 ３年度 ４年度 ５年度 ３年度 ４年度 ５年度

計画 1 1 1 1 1 1 ― ― ―

実績 0 0 0 7 4 700.0% 400.0% 0.0%

計画 策定 策定 策定 策定 策定 策定 ― ― ―

実績 策定 策定 策定 策定 策定 ― ― ―

計画 2 2 2 2 2 2 ― ― ―

実績 2 2 2 2 2 100.0% 100.0% 0.0%

計画 161 164 167 170 173 176 ― ― ―

実績 173 138 47 52 78 30.6% 45.1% 0.0%

障がい者自立体験
事業

実施箇所数

実施日数
（日/年）

≪ 第 五 期 ≫ ≪ 第 六 期 ≫ 【 計 画 比 】

就
労
支
援
事
業
（

続
き
）

福
祉
施
設
等
に
お
け
る
仕
事
の

確
保
に
向
け
た
取
組
の
推
進

障がい者支援
施設等との随
意契約の範囲
の拡大

新規契約件数

障がい者就労
施設等からの
物品・役務の
調達方針の推進

調達方針の
策定

50 



小平市障がい者福祉計画
（令和３年度～令和８年度）

第六期小平市障害福祉計画

第二期小平市障害児福祉計画
（令和３年度～令和５年度）
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